
多
賀
城
の
創
建
年
代

木
簡
の
検
討
を
中
心
と
し
て

平
　
川

南

　
は
じ
め
に

一　

文
献
史
料
上
の

検
討

二
　
多
賀
城
碑
に
刻
さ
れ
た
年
紀

三
　
多
賀
城
跡
第
四
四
次
発
掘
調
査
出
土
木
簡
の
検
討

　
ま
　
と
　
め

多賀城の創建年代

　
　
　

論
文
要
旨

　
た
　
が
じ
よ
う

　
多
賀
城
は
、
古
代
東
北
地
方
の
政
治
・
文
化
の
中
心
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
創
建
の
年
代
に

つ
い
て

は
、
文
献
史
料
に
は
記
載
が
な
い
。
た
だ
当
時
の
諸
情
勢
に
つ
い
て
文
献
史
料
を
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
ろ
う
　
　
し
ん
き

討
す

る
な
ら
ば
、
お
お
よ
そ
養
老
～
神
亀
年
間
（
七
一
七
～
七
二
九
）
に
か
け
て
多
賀
城
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
り
せ
い

成
立
を

想
定
で
き
る
。
近
年
の
考
古
学
の
成
果
か
ら
は
、
そ
の
創
建
年
代
は
郷
里
制
と
よ
ば

れ
た
行
政
区

画
の
実
施
さ
れ
た
期
間
（
七
一
五
～
七
四
〇
）
内
に
限
定
で
き
る
。
従
来
偽
作

　
　
　
　
　
　
た
　
が
じ
よ
う
ひ

説
が
強
か
っ
た
多
賀
城
碑
は
近
年
の
研
究
に
ょ
り
真
物
と
み
て
問
題
な
い
。
碑
は
多
賀
城
の

創
建
を
神
亀
元
（
七
二
四
）
年
と
明
確
に
刻
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
年
代
は
城
の
完
成
時

か
造
営
着
手
時
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
し
ぐ
み
あ
ん
き
よ
　
　
う
ら
ご

　
多
賀
城
の
中
心
・
政
庁
と
外
郭
南
門
と
を
結
ぶ
正
面
道
路
跡
の
石
組
暗
渠
の
裏
込
め
土
か

ら
出
土
し
た
木
簡
群
は
、
年
紀
こ
そ
記
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
た
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
く

果
、
多
賀
城
創
建
年
代
を
限
定
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
ず
第
二
号
木
簡
「
菊

た多
郡
」
は
養
老
二
（
七
一
八
）
年
建
置
、
第
一
号
の
歴
名
の
記
載
様
式
は
養
老
五
（
七
一
二
）

年
戸
籍
以
前
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
木
簡
は
古
代
の
戸
籍
制
度
を
研
究
す
る
上
で

も
、
重
要
な
問
題
を
投
げ
か
け
る
史
料
と
い
え
る
。
創
建
年
代
を
養
老
二
～
六
年
ま
で
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
て
ん
　
さ
か
ん
　
　
じ
よ
う
し

と
す
る
と
、
第
一
八
・
一
九
号
の
「
主
典
＝
　
「
鉦
師
四
」
は
、
養
老
四
年
九
月
の
按
察
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
い
ぐ
ん

殺
害
の
際
に
派
遣
さ
れ
た
征
夷
軍
に
伴
な
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
年
代
を
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

養
老
四
年
九
月
か
ら
五
年
四
月
（
征
夷
将
軍
帰
還
）
ま
で
の
間
に
限
定
で
き
る
。
一
方
、
暗

き
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
よ
く
し

渠
埋
り
土
中
の
「
緑
子
」
と
書
か
れ
た
木
簡
が
養
老
五
年
戸
籍
以
降
の
年
齢
区
分
呼
称
と
判

断
で
き
る
こ
と
か
ら
、
上
記
の
年
代
推
定
の
妥
当
な
こ
と
も
傍
証
で
き
る
。

　
結
局
、
多
賀
城
創
建
期
の
政
庁
と
外
郭
南
門
を
結
ぶ
道
路
は
、
養
老
五
年
か
ら
ま
も
な
い

時
に
構
築
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
主
要
な
道
路
は
造
営
の
早
期
の
段
階
に
位
置
づ
け
ら

れ

よ
う
。
そ
し
て
、
多
賀
城
の
完
成
を
そ
の
数
年
後
に
想
定
す
る
と
、
多
賀
城
碑
に
記
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん

「
神
亀
元
年
」
は
城
の
完
成
時
を
示
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
本
木
簡
は
多
賀
城
碑
の
信

ぴ

よ
う
せ
い

愚
性
を

も
高
め
る
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。
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は

じ
め
に

　

多
賀
城
は
古
代
に
お
け
る
陸
奥
国
の
国
府
の
置
か
れ
た
所
で
、
奈
良
時
代
に
は
、

鎮
守
府
も
併
置
さ
れ
て
い
た
。

　
多
賀
城
の
創
建
年
代
は
史
料
上
に
見
え
な
い
。
『
続
日
本
紀
』
天
平
九
（
七
三
七
）

年
四

月
戊
午
条
に
「
多
賀
柵
」
と
あ
る
の
が
初
見
で
、
　
「
多
賀
城
」
と
あ
ら
わ
れ
る

の

は
、
同
書
宝
亀
十
一
（
七
八
〇
）
年
三
月
丁
亥
条
の
伊
治
公
砦
麻
呂
の
乱
に
関
す

る
記
事
で
あ
る
。

　

こ
の
多
賀
城
の
創
建
年
代
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
す
で
に
文
献
史
料
上
の
検
討
か

ら
、
養
老
～
神
亀
年
間
（
七
一
七
～
七
二
九
）
の
範
囲
で
と
ら
え
る
の
が
穏
当
で
あ

ろ

う
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
考
古
学
的
調
査
で
は
、
多
賀
城
創
建
瓦
を
焼
成
し
た
と

さ
れ
る
宮
城
県
田
尻
町
木
戸
窯
跡
出
土
の
文
字
瓦
や
今
回
取
り
上
げ
る
第
四
四
次
調

査
出
土
木
簡
の
な
か
に
郷
里
制
を
表
記
し
た
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
多
賀
城

創
建
年
代
を
そ
の
施
行
期
間
（
七
一
五
～
七
四
〇
）
内
で
考
え
る
こ
と
が
可
能
と
な

っ

た
。
さ
ら
に
金
石
文
史
料
で
は
、
多
賀
城
碑
が
多
賀
城
は
神
亀
元
（
七
二
四
）
年

に
置
か
れ
た

と
明
確
に
刻
し
て
い
る
。
こ
の
碑
に
つ
い
て
は
、
従
来
偽
作
説
が
強
か

っ

た

が
、
近
年
の
碑
に
関
す
る
多
角
的
な
研
究
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
そ
の
偽
作
説
を
斥

け

る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
多
賀
城
政
庁
と
外
郭
南
門
を
結
ぶ
正
面
道
路
跡
の
調

査

（
第
四
四
次
）
に
お
い
て
、
そ
の
暗
渠
施
設
の
裏
込
め
土
と
暗
渠
の
埋
り
土
か
ら

多
量
の
木
簡
が
出
土
し
た
。
こ
の
暗
渠
施
設
は
多
賀
城
創
建
期
の
道
路
に
伴
う
も
の

だ
け

に
、
そ
れ
ら
の
木
簡
か
ら
年
代
を
割
り
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
多
賀
城
創
建

の

問

題
を

大

き
く
前
進
さ
せ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
木
簡
は
ほ
と
ん

ど
削
屑
で
あ
り
、
し
か
も
木
簡
に
年
紀
を
明
確
に
記
し
た
も
の
は
一
点
も
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
木
簡
群
の
内
容
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
に
一
定
の
年
代
幅
を

想
定
で
き
る
木
簡
も
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
を
得
た
。
こ
の
検
討

に

よ
っ
て
得
た
年
代
が
従
来
の
諸
史
料
に
も
と
つ
く
年
代
幅
を
よ
り
限
定
で
き
る
と

す
れ

ぽ
、
多
賀
城
創
建
の
問
題
を
究
明
す
る
大
き
な
糸
口
と
な
る
に
違
い
な
い
。
し

か

も
そ
れ
ら
の
木
簡
の
検
討
の
中
か
ら
、
日
本
古
代
史
の
諸
問
題
に
も
大
き
な
史
料

を

提
供
す

る
重
要
な
内
容
を
含
む
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
以

下
、
ま
ず
、
従
来
の
文
献
史
料
上
の
検
討
、
多
賀
城
碑
な
ど
に
関
す
る
筆
者
の

既
発
表
の
見
解
を
簡
単
に
紹
介
し
、
そ
の
の
ち
に
小
論
の
骨
子
と
な
る
第
四
四
次
発

掘
調
査
出
土
木
簡
の
年
代
の
検
討
に
入
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
、
木
簡
の
出
土
遺
構
の
概
要
お
よ
び
木
簡
の
釈
文
（
一
部
筆
者
の
再
調
査
で

訂
正

し
た
箇
所
も
あ
る
）
・
形
状
・
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
全
面
的
に
調
査
報
告
書

（宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
年
報
一
九
八
三

　
多
賀
城
跡
』
一
九
八
四
年
）
よ
り
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

一　

文
献
史
料
上
の
検
討

　

ま
ず
文
献
史
料
の
う
え
で
、
多
賀
城
の
創
建
年
代
を
ど
の
程
度
、
限
定
で
き
る
か

言
及
す

る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
筆
者
は
す
で
に
「
律
令
制
下
の
多

賀
城
」
（
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
多
賀
城
跡
ー
政
庁
跡
　
本
文
編
1
』
　
一
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九
八
二
年
）
と
題
し
て
考
察
を
試
み
て
い
る
の
で
、

要
約
し
て
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

O
　
陸
奥
国
の
行
政
整
備

こ
こ
で
は
そ
の
論
旨
を
以
下
に

　
和
銅
五

（
七
一
二
）
年
に
、
出
羽
国
が
新
た
に
置
か
れ
た
の
に
伴
い
、
陸
奥
国
の

最
上
・
置
賜
二
郡
（
山
形
県
内
陸
部
）
は
出
羽
国
に
移
管
さ
れ
た
。
陸
奥
国
に
は
、

翌
和
銅
六
年
、
新
た
に
丹
取
郡
が
建
郡
さ
れ
た
。
こ
の
丹
取
郡
は
そ
の
後
の
史
料
に

次
の

一
例
を
除

い
て

一
切
見

え
な
い
。
そ
れ
は
『
続
紀
』
神
亀
五
（
七
二
八
）
年
四

月
丁
丑
条
の
丹
取
軍
団
を
玉
作
軍
団
と
改
称
し
た
記
事
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
丹
取

郡
は

こ
の
陸
奥
国
北
部
の
玉
作
地
方
と
深
く
関
連
を
も
つ
地
域
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、
当
時
の
陸
奥
国
北
部
の
状
況
を
み
て
お
き
た
い
。
　
『
続
紀
』
天
平
十
四

（
七
四

二
）
年
正
月
己
巳
条
に
ク
黒
川
郡
以
北
十
一
郡
”
に
赤
雪
が
降
る
な
ど
と
あ

る
よ
う
に
、
大
崎
平
野
お
よ
び
そ
の
周
辺
一
帯
の
郡
は
〃
黒
川
以
北
の
十
一
郡
”
と
、

一
括

し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
十
一
郡
と
は
牡
鹿
・
小
田
・
新
田
・
遠
田
・
長
岡
．
志

太
・
玉
造
・
富
田
・
色
麻
・
賀
美
・
黒
川
の
各
郡
で
あ
る
。
こ
れ
ら
黒
川
以
北
の
諸

郡

は
一
郡
平
均
三
・
三
郷
（
多
賀
城
以
南
の
二
〇
郡
の
一
郡
の
平
均
は
六
・
八
郷
）

し
か
な
い
小
規
模
な
郡
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
陸
奥
国
北
部
の
諸
郡
の
郷
名
を
見
る
と
、

例
え
ぽ
、

　
　
黒
川
郡
白
川
郷
（
↑
陸
奥
国
白
河
郡
）

　
　
賀
美
郡
磐
瀬
郷
（
↑
陸
奥
国
磐
瀬
郡
）

　
　
色
麻
郡
相
模
郷

（↑
相
模
国
）

　
　
色
麻
郡
安
蘇
郷
（
↑
下
野
国
安
蘇
郡
）

　
　
玉
造
郡
信
太
郷

（↑
常
陸
国
信
太
郡
）

の

よ
う
に
、
陸
奥
国
南
部
お
よ
び
坂
東
諸
国
の
郡
名
ま
た
は
国
名
を
負
っ
て
い
る
。

陸
奥
国
南
部
は
と
も
か
く
、
坂
東
諸
国
か
ら
の
移
住
を
示
す
八
世
紀
前
半
の
史
料
と

し
て
は
、
『
続
紀
』
霊
亀
元
（
七
一
五
）
年
五
月
庚
戊
条
に
、
相
模
・
上
総
・
常
陸
・

上
野
・
武
蔵
・
下
野
六
国
の
富
民
一
千
戸
を
陸
奥
国
に
移
す
と
あ
る
。
一
方
、
陸
奥

国
か
ら
他
の
地
域
へ
の
移
住
も
、
例
え
ぽ
、
神
亀
二
（
七
二
五
）
年
に
陸
奥
国
俘
囚

一
四

四

人
を
伊
予
国
に
、
五
七
八
人
を
筑
紫
に
、
一
五
人
を
和
泉
監
に
移
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
動
き
を
整
理
す
る
と
、
ま
ず
、
和
銅
五
年
の
出
羽
国
新
置
に
伴
い
、

陸
奥
国
南
部
の
内
陸
部
に
位
置
し
た
最
上
・
置
賜
両
郡
を
出
羽
国
へ
移
管
し
た
。
そ

の

一
方
、
陸
奥
国
北
部
一
帯
に
坂
東
地
方
か
ら
の
多
数
の
移
民
を
配
し
、
新
た
に
丹

取
郡
を

設
置

し
、
こ
れ
に
並
行
す
る
形
で
、
在
地
の
民
を
他
地
域
に
移
住
さ
せ
た
。

こ
の
施
策
は
単
に
住
民
の
数
的
増
加
を
狙
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
住
民
の
交
換
に
よ

る
陸
奥
国
北
部
に
対
す
る
律
令
的
支
配
の
強
化
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
施
策
が
養
老
二
（
七
一
八
）
年
陸
奥
国
南
部
（
阿
武
隈
川
以
南
）
に

石
城

国
と
石
背
国
の
二
国
を
分
立
さ
せ
た
前
提
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

『
続
紀
』
養
老
二
（
七
一
八
）
年
五
月
乙
未
条

　
　
割
二
陸
奥
国
石
城
。
標
葉
。
行
方
。
宇
太
。
日
理
。
常
陸
国
之
菊
多
六
郡
↓
置
二

　
　
石
城
国
↓
割
二
白
河
。
石
背
。
会
津
。
安
積
。
信
夫
五
郡
↓
置
二
石
背
国
↓
割
二

　
　
常
陸
国
多
珂
郡
之
郷
二
百
一
十
姻
↓
名
日
二
菊
多
郡
↓
属
二
石
城
国
一
焉
。

　

こ
の
石
城
・
石
背
両
国
の
存
在
を
示
す
史
料
に
は
、

　
○

『
続
紀
』
養
老
三
年
閏
七
月
丁
丑
条

　
　
石
城
国
始
置
二
駅
家
一
十
処
↓
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○

『
類
聚

国
史
』
養
老
四
年
十
一
月
甲
戌
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
免

　
　
勅
。
陸
奥
。
石
背
。
石
城
三
国
調
庸
井
租
。
減
口
之
。
唯
遠
江
。
常
陸
。
美
濃
。

　
　
武
蔵
。
越
前
。
出
羽
六
国
老
。
免
二
征
卒
及
斯
馬
従
等
調
庸
井
房
戸
租
↓

が

あ
り
、
さ
ら
に
、
土
田
直
鎮
氏
が
指
摘
さ
れ
た
戸
令
新
付
条
の
頭
注
に
紅
葉
山
文

庫
本
の
紙
芝
あ
・
註
記
義
せ
て
已
（
『
驚
国
史
大
委
令
義
解
』
）
・

　
　
問

石
城
石
背

国
在
何
処
答
古
格
云
養
老
二
年
分
陸
奥
国
為
三
国
云
々
者
但
未
知

　
　
復
旧
之
格

こ
れ
ら
か
ら
、
　
『
続
紀
』
養
老
二
年
の
石
城
・
石
背
両
国
の
成
立
は
問
題
な
い
こ
と

に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
石
城
・
石
背
両
国
の
停
廃
記
事
は
な
い
が
、
両
国
の
停
廃
の
下

限
は

い

つ
で
あ
ろ
う
か
。

　
養
老
三
年
、
全
国
的
に
按
察
使
が
設
置
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
畿
内
お
よ
び
西
海
道

は
勿
論
の

こ
と
、
こ
の
時
、
按
察
使
お
よ
び
そ
の
管
内
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
国
は
、

東

山
道
ー
近
江
・
飛
騨
・
陸
奥
・
石
城
・
石
背
・
出
羽
　
北
陸
道
ー
若
狭
・
佐
渡

山
陰
道
ー
隠
岐
　
山
陽
道
－
長
門
　
南
海
道
ー
紀
伊
で
あ
る
が
、
結
局
は
養
老
五
年

八

月
に
近
江
・
若
狭
二
国
以
外
は
す
べ
て
按
察
使
制
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、

出
羽
は
陸
奥
按
察
使
に
隷
す
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
前
に
陸
奥
按
察
使
が
存
在

し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
さ
ら
に
、
　
『
続
紀
』
養
老
四
年
九
月
丁
丑
条
に
「
陸
奥

国
奏
言
。
蝦
夷
反
乱
。
殺
二
按
察
使
正
五
位
下
上
毛
野
朝
臣
広
人
一
」
と
み
え
る
こ
と

か

ら
少
な
く
と
も
、
養
老
四
年
九
月
段
階
で
陸
奥
按
察
使
が
存
在
す
る
こ
と
、
陸
奥

按
察
使
は

石
城
・
石
背
両
国
を
管
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
石

城
・
石
背
両
国
に
つ
い
て
は
、
く
だ
っ
て
『
続
紀
』
神
亀
五
（
七
二
八
）
年
三

月
甲
子
条
の
資
人
の
補
充
に
際
し
て
も
、
　
「
其
三
関
。
筑
紫
。
飛
騨
。
陸
奥
。
出
羽

国
人
。
不
レ
得
二
補
充
↓
余
依
レ
令
」
と
あ
っ
て
、
石
城
・
石
背
両
国
の
名
が
見
え
な

い
。
ま
た
、
　
『
続
紀
』
神
亀
五
年
四
月
丁
丑
条
で
は
、
白
河
郡
に
置
か
れ
た
と
思
わ

れ

る
白
河
軍
団
が
石
背
国
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
陸
奥
国
に
属
し
て
い
る
。

　
以

上
か

ら
、
そ
の
確
実
な
下
限
は
神
亀
五
（
七
二
八
）
年
四
月
で
あ
る
。
石
城
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

石
背
両
国
の
存
続
は
十
年
に
満
た
な
い
き
わ
め
て
短
期
間
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
付
言
す
る
な
ら
ぽ
、
石
城
・
石
背
両
国
の
存
続
し
た
時
点
の
陸
奥
国
の
範
囲

は
、
阿
武
隈
川
以
北
の
現
在
の
宮
城
県
域
と
な
り
、
多
賀
城
の
位
置
は
ほ
ぼ
そ
の
中

央
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
、
か
り
に
多
賀
城
創
建
が
石
城
・
石
背
両
国
の
存
続
し
た
時

点
で
計
画
さ
れ
た
と
す
れ
ぽ
、
従
来
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
多
賀
城
の
位
置
が
北
に

偏

し
す
ぎ
て
い
る
な
ど
と
い
う
指
摘
は
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
当
時
の
全
国
的
な
政
治
状
況
を
み
る
な
ら
ば
、
大
宝
令
制
定
後
の
と
く
に

和
銅

（
七
〇
八
～
一
五
）
か
ら
養
老
（
七
一
七
～
二
四
）
年
間
に
か
け
て
は
、
地
方

諸

国
へ
の
具
体
的
な
支
配
方
式
の
貫
徹
を
目
指
し
た
諸
政
策
が
全
国
的
に
相
つ
い
で

打
ち
出
さ
れ
た
時
期
で
、
野
村
忠
夫
氏
は
こ
れ
を
“
和
銅
元
年
体
制
”
と
指
摘
し
て

（
3
）

い

る
。
す
な
わ
ち
、
和
銅
元
（
七
〇
八
）
年
に
入
る
と
、
元
明
天
皇
は
平
城
へ
の
遷

都
を

決
意

し
、
ま
た
、
地
方
を
よ
り
具
体
的
な
方
式
で
把
握
し
よ
う
と
す
る
積
極
的

な
方
針
が
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
　
『
続
紀
』
和
銅
元
年
三
月
丙
午
条
に

は
、
大
宰
帥
・
大
弐
お
よ
び
三
十
ケ
国
に
近
い
国
守
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

和
銅
五

（
七
一
二
）
年
に
は
出
羽
国
、
翌
年
に
は
丹
後
・
美
作
・
大
隅
の
三
国
が
新

た

に
置
か

れ
、
五
月
に
は
諸
国
の
郡
・
郷
名
に
好
字
を
つ
け
る
こ
と
、
ま
た
諸
国
に

そ
の
風
土
・
産
物
な
ど
の
記
録
撰
進
を
す
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
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さ
ら
に
全
国
的
に
郡
の
分
割
・
新
置
を
は
じ
め
、
陸
奥
国
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
郷
の

管
轄
換
え
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
諸
施
策
は
、
中
央
権
力
が
、
地
方
諸
国
を
よ
り
的
確
な
形
で
把
握
し

よ
う
と
す
る
意
図
の
具
体
的
な
現
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
出
羽
国
の
成
立
、
石

城
・
石
背
両
国
の
分
立
、
陸
奥
国
丹
取
郡
の
新
置
な
ど
前
述
し
た
一
連
の
東
北
地
方

に

関
す
る
諸
施
策
も
、
一
地
方
の
問
題
で
は
な
く
、
和
銅
か
ら
養
老
期
に
か
け
て
行

わ
れ
た
律
令
制
支
配
を

全
国
的
に
貫
徹
さ
せ
る
た
め
の
施
策
の
一
環
と
み
る
べ
き
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
全
国
的
規
模
で
の
律
令
地
方
行
政
制
度
の
整
備
事
業
と
、

地
方
行
政
遂
行
の
中
心
的
機
関
と
し
て
の
国
府
の
整
備
と
は
密
接
不
可
分
の
も
の
と

解

さ
れ
る
。
こ
こ
に
陸
奥
国
府
が
置
か
れ
た
多
賀
城
の
創
建
の
前
提
条
件
を
見
い
出

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

⇔

　
陸
奥
鎮
所

　
多
賀
城
の
創
建
を
考
え
る
上
で
、
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

こ
の
期
に
集
中
的
に
史
料
上
に
み
え
る
「
鎮
所
」
で
あ
る
。

　
鎮
所
の
初
見

は
、
　
『
続
紀
』
養
老
六
年
閏
四
月
乙
丑
条
、

　
　

（前
略
）
又
言
。
用
レ
兵
之
要
。
衣
食
為
レ
本
。
鎮
無
二
儲
根
↓
何
堪
二
固
守
↓
募
レ

　
　
民
出
レ
穀
。
運
コ
輸
鎮
所
↓
可
下
程
二
道
遠
近
一
為
ウ
差
。
　
（
後
略
）

で
あ
り
、
神
亀
元
（
七
二
四
）
年
ま
で
の
三
年
間
に
集
中
し
て
み
え
る
。

　

こ
の
鎮
所
に
関
す
る
通
説
的
理
解
は
、
　
「
陸
奥
鎮
所
」
（
『
続
紀
』
神
亀
元
年
四
月

癸
卯
条
な

ど
）
が
そ
の
後
、
発
展
的
に
解
消
し
て
「
陸
奥
鎮
守
府
」
と
名
称
と
規
模

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

を
変
え
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
八
～
九
世
紀
に
か
け
て
、
史
料
を
み
る
限
り
、
坂
東
・
北
陸
道
諸
国

か

ら
陸
奥
・
出
羽
両
国
へ
の
多
量
の
物
資
の
送
付
先
は
「
陸
奥
鎮
所
」
（
ま
た
は
「
鎮

所
」
）
を
は
じ
め
、
「
陸
奥
軍
所
」
（
ま
た
は
「
軍
所
」
）
・
「
多
賀
城
」
・
「
出
羽
柵
」
・

「
征
秋
所
」
な
ど
で
あ
る
。
和
銅
二
年
に
蝦
秋
を
征
討
す
る
た
め
、
征
越
後
蝦
夷
将

軍

（征
秋
将
軍
）
佐
伯
宿
称
石
湯
が
任
命
さ
れ
た
際
の
越
前
等
四
国
の
船
一
〇
〇
艘

の

送
付
先
は

「
征
荻
所
」
と
な
っ
て
い
る
。
出
羽
国
の
例
で
は
、
宝
亀
十
一
（
七
八

〇
）
年
三
月
、
伊
治
公
砦
麻
呂
の
乱
が
起
こ
っ
た
際
、
　
「
出
羽
鎮
秋
将
軍
」
が
任
命

さ
れ
、
五
月
に
は
、
京
庫
と
諸
国
か
ら
甲
六
〇
〇
領
が
「
鎮
狭
将
軍
之
所
」
に
送
ら

れ
て

い

る
。
さ
ら
に
鎮
所
の
実
態
を
考
え
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ

る
の
が
つ
ぎ
の
史
料
で
あ
る
。

　
　
　

『
日
本
後
紀
』
大
同
三
（
八
〇
八
）
年
七
月
甲
申
条

　
　
勅
。
夫
鎮
将
之
任
。
寄
二
功
辺
戌
↓
不
虞
之
護
。
不
レ
可
二
暫
闘
↓
今
聞
。
鎮
守

　
　
将
軍
従
五
位
下
兼
陸
奥
介
百
済
王
教
俊
。
遠
離
二
鎮
所
↓
常
在
二
国
府
↓
億
有
二

　
　
非
常
↓
何
済
二
機
要
↓
辺
将
之
道
。
豊
合
レ
如
〃
此
。
自
今
以
後
。
莫
レ
令
二
更
然
↓

　

こ
の
時
す
で
に
鎮
守
府
は
多
賀
城
か
ら
延
暦
二
十
一
（
八
〇
二
）
年
に
造
営
さ
れ

た
胆
沢
城
に
移

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
鎮
守
将
軍
が
本
来
在
る
べ
き
“
鎮
守
将
軍

之

所
”
H
鎮
所
1
1
〃
胆
沢
之
地
”
を
離
れ
て
国
府
に
在
る
こ
と
を
謎
責
さ
れ
て
い
る
。

八
世
紀
の

鎮
守
の
対
象
は
現
在
の
宮
城
県
北
部
で
あ
り
、
八
世
紀
前
半
に
集
中
し
て

み

え
る
陸
奥
国
鎮
所
は
大
同
三
年
条
の
例
を
参
照
に
す
る
な
ら
ば
、
鎮
所
‖
“
多
賀

之

地
”
と
な
ろ
う
。
鎮
守
府
は
令
外
官
と
は
い
え
、
正
式
な
行
政
上
の
機
関
名
で
あ

り
、
鎮
所
は
軍
所
と
同
様
、
鎮
守
府
の
よ
う
な
正
式
な
機
関
名
で
は
な
い
。
鎮
所
は

本

来
、
正
式
な
機
関
名
と
し
て
の
鎮
守
府
と
同
列
に
置
い
て
比
較
す
べ
き
用
語
で
は
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な

く
、
陸
奥
鎮
所
の
場
合
は
「
鎮
守
将
軍
之
所
」
、
さ
ら
に
そ
の
支
配
領
域
全
体
を

も
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
き
わ
め
て
幅
の
あ
る
用
語
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
鎮
守
将
軍
の
初
見
は
、
　
『
続
紀
』
天
平
元
（
七
二
九
）
年
九
月
辛
丑
条
の

「
陸
奥
鎮
守
将
軍
従
四
位
下
大
野
朝
臣
東
人
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
神
亀
元
（
七
二
四
）

年
に
起
き
た
蝦
夷
の
反
乱
に
対
す
る
征
討
の
功
に
よ
る
叙
位
記
事
（
『
続
紀
』
神
亀

二
年
閏
正
月
丁
未
条
）
を
み
る
と
、
征
夷
将
軍
藤
原
朝
臣
宇
合
に
続
き
、
征
夷
副
将

軍
高
橋
朝
臣
安
麻
呂
に
先
ん
じ
て
大
野
朝
臣
東
人
が
叙
位
さ
れ
て
い
る
の
は
、
鎮
守

将
軍
以

外
の
役
職
名
で
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
神
亀
二
年
当
時
、
す
で

に
大
野
朝
臣
東
人
が
鎮
守
将
軍
で

あ
る
と
す
れ
ぽ
、
養
老
六
（
七
二
二
）
年
を
初
見

と
し
て
、
神
亀
元
（
七
二
四
）
年
ま
で
に
集
中
し
て
史
料
に
み
え
る
陸
奥
鎮
所
と
鎮

守
将
軍
の
登
場
が
ほ
ぼ
同
時
期
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
八
世
紀
に
お

い

て
、
鎮
所
H
「
鎮
守
将
軍
之
所
」
1
ー
ク
多
賀
之
地
”
と
す
る
な
ら
ば
、
多
賀
城
の

成
立
時
期
は

国
府
の
問
題
に
加
え
て
陸
奥
鎮
所
お
よ
び
鎮
守
将
軍
の
初
見
の
時
点
を

も
っ
て
一
つ
の
目
安
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
は
、
先
の
石
城
・
石
背
両
国
の
設
置
を
は
じ
め
と
し
た
陸
奥
国
の
情
勢
、

さ
ら
に
全
国
的
な
地
方
行
政
整
備
政
策
な
ど
か
ら
推
し
て
も
、
ほ
ぼ
妥
当
な
時
期
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。

二
　
多
賀
城
碑
に
刻
さ
れ
た
年
紀

　
　
　
（
6
）

　
多
賀
城
碑
は
多
賀
城
の
外
郭
南
門
跡
の
す
ぐ
内
側
に
西
面
し
て
立
っ
て
お
り
、
江

戸
時
代
前
半
頃
か

ら
「
壼
の
碑
（
つ
ぼ
の
い
し
ぶ
み
）
」
と
い
う
名
称
で
広
く
世
に

知

ら
れ
、
松
尾
芭
蕉
が
元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年
に
こ
の
碑
を
訪
れ
た
の
を
は
じ
め
、

当
代
の
著
名
な
学
者
・
文
人
た
ち
も
深
い
関
心
を
示
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
明
治
以
降
、
①
碑
の
姿
・
文
字
の
彫
り
方
、
②
書
体
・
書
風
、
③
東

人
・
朝
猫
の
官
位
・
官
職
、
④
国
号
と
里
程
、
な
ど
に
疑
問
が
も
た
れ
、
近
世
の
偽

作
と
す
る
説
が
最
近
ま
で
強
か
っ
た
。

　
碑
の
本
文
に
は
、
神
亀
元
（
七
二
四
）
年
に
大
野
朝
臣
東
人
が
多
賀
城
を
設
置
し
、

天
平
宝
字
六

（
七
六

二
）
年
に
藤
原
恵
美
朝
臣
朝
猿
が
多
賀
城
を
修
造
し
た
と
記
載

し
て
い
る
。
最
後
の
一
行
に
碑
の
建
立
年
月
を
示
す
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
一
日
の

年
紀
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

　
碑
文
全
体
を

な
が
め
る
と
、
こ
の
碑
が
決
し
て
多
賀
城
の
創
建
を
記
念
し
た
も
の

で
は

な
く
、
天
平
宝
字
六
年
の
多
賀
城
修
造
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白

で

あ
る
。
碑
の
偽
作
説
の
根
拠
の
一
つ
と
な
っ
た
朝
猫
の
官
位
は
、
経
歴
し
な
い
従

四

位
上
を

記

し
、
東
人
の
官
位
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
お
り
、
碑
の
最
後
に
、
天
平

宝
字
六
年
十
二
月
一
日
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
朝
猫
の
参
議
就
任
の
日
に
あ
た
る
。
こ

の

こ
と
は
、
碑
が
朝
猫
を
顕
彰
す
る
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
朝
猫
は
時
の
権
勢
者
藤
原
仲
麻
呂
の
四
男
で
あ
り
、
そ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
う
け

て
、
東
北
の
行
政
・
軍
事
上
の
全
権
を
委
ね
ら
れ
、
積
極
的
に
東
北
政
策
を
推
進
し

た
。　

ま
ず
、
陸
奥
国
に
桃
生
城
、
出
羽
国
に
雄
勝
城
を
造
営
し
た
。
ま
た
、
出
羽
国
側

で

は
、
出
羽
国
府
の
置
か
れ
た
秋
田
城
は
延
暦
二
十
三
（
八
〇
四
）
年
の
史
料
に

「
秋

田
城
建
置
以
来
四
十
余
年
」
（
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年
十
一
月
癸
巳
条
）

と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
雄
勝
城
の
完
成
（
天
平
宝
字
三
〈
七
五
九
〉
年
頃
）
に
伴
っ
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て

整
備

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
東
北
政
策
の
全
権
を
委
ね
ら
れ
た
朝

猫
は
、
行
政
・
軍
事
の
中
心
的
施
設
と
し
て
の
城
柵
の
造
営
や
修
復
を
大
規
模
に
断

行
し
、
蝦
夷
と
真
正
面
か
ら
対
立
し
、
こ
の
の
ち
の
〃
三
十
年
戦
争
”
の
発
端
を
作

っ

た
の

で

あ
る
。
陸
奥
国
府
の
置
か
れ
た
多
賀
城
の
修
造
も
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
ふ

さ
わ
し
い
事
業
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
碑
文
の
示
す
と
こ
ろ
は
客
観
的
情

勢
か
ら
も
正
し
い
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
多
賀
城
碑
に
つ
い
て
は
、
明
治
以
降
、
偽
作
説
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
、
近
年
ほ
ぼ

通
説

と
し
て
落
ち
着
い
た
感
が
あ
っ
た
。
こ
の
偽
作
説
を
再
検
討
し
よ
う
と
い
う
動

き
が
現
れ
た
の
は
、
こ
こ
二
十
年
ほ
ど
前
か
ら
で
、
そ
の
動
機
と
な
っ
た
の
は
多
賀

城
跡
の
発
掘
調
査
の
成
果
で
あ
っ
た
。
調
査
の
結
果
、
多
賀
城
は
奈
良
時
代
前
半
、

さ
ら
に
い
え
ば
、
次
の
よ
う
な
出
土
遺
物
か
ら
推
し
て
、
郷
里
制
下
（
七
一
五
～
七

（
7
）

四

〇
）
に
創
建
さ
れ
て
い
る
と
判
明
し
た
。

　
①

宮
城
県

田
尻
町
木
戸
瓦
窯
跡
（
多
賀
城
跡
創
建
瓦
焼
成
窯
）
出
土
の
ヘ
ラ
書

　
　
　
平
瓦

図1多賀城碑（拓本）
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川
口
郡
仲
村
郷
他
邊
里
長

　
　
　
　
　
　
　

二
百
長
丈
マ
砦
人

　

②
多
賀
城
跡
第
四
四
次
発
掘
調
査
出
土
木
簡

　
　
　
　
　
　
　
　
（
汁
力
）

　
　
　
　
　
　
　
　

年
口
九
左
頬
黒

子

　
　

丈
部
大
麻
呂
　
　
　
゜
　
　
°

　
　
　
　
　
　
　
　

陽

日
郷
川
合
里

　

さ
ら
に
政
庁
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
後
、
創
建
期
の
掘
立
柱
建
物
は
一
斉
に
礎

石
建
物
に
建
て
か
え
ら
れ
、
正
殿
の
前
方
に
は
石
敷
広
場
が
新
た
に
設
け
ら
れ
て
、

政
庁
は
儀
式

と
重
要
な
政
務
の
場
と
し
て
一
段
と
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

れ

ら
第
二
期
の
建
物
は
火
災
に
遭
っ
て
、
第
三
期
の
造
営
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

火
災
は
、
宝
亀
十
一
（
七
八
〇
）
年
に
起
き
た
伊
治
公
砦
麻
呂
の
反
乱
の
際
に
放
火

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工

さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
期
以
前
に
一
度
大
き
な
改
修
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
、
そ
の
年
代
は
、
天
平
十
三
（
七
四
一
）
年
頃
か

ら
天
平
神
護
三
（
七
六
七
）
年
ま
で
の
間
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
事
実
は
碑
文
の
「
神
亀
元
（
七
二
四
）
年
大
野
朝
臣
東
人
が
置
く
所
な

り
」
お
よ
び
「
天
平
宝
字
六
（
七
六
二
）
年
藤
原
恵
美
朝
臣
朝
猫
が
修
造
す
る
な
り
」

の

記
載
と
全
く
矛
盾
し
な
い
。

　
多
賀
城
の
創
建
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
文
献
上
の
明
証
は
な
く
、
そ
の
改
修

に

つ
い
て

も
、
正
史
の
記
載
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
も
し
仮
に
碑
が
近
世
の
偽
作
な

ら
ば
、
多
賀
城
の
創
建
や
改
修
の
こ
と
を
述
べ
た
史
料
が
な
い
だ
け
に
、
こ
の
よ
う

な
記
載
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
従
来
の
偽
作
説
に
つ
い
て
は
、
種
々
検
討
の
結
果
、
必
ず
し
も
十
分
な
根

拠
を

も
た
な
い
こ
と
も
判
明
し
た
。
近
年
の
考
古
学
的
な
成
果
と
、
碑
に
つ
い
て
の

研
究
成
果
と
を
総
合
す
る
と
、

　
　
　
（
8
）

た
と
い
え
る
。

多
賀
城
碑
が
真
物
で
あ
る
可
能
性
は
非
常
に
高
ま
っ

三
　
多
賀
城
跡
第
四
四
次
発
掘
調
査
出
土
木
簡
の
検
討

O
　
遺
構
の
概
要

　
第
四
四
次
調
査
は
多
賀
城
市
市
川
字
城
前
三
〇
・
三
四
番
地
を
対
象
と
し
て
政
庁

南
面
道
路
跡
の

検
出
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
調
査
地
点
は
政
庁
南
門
跡
の
南
約
二

四

〇

メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
。
以
下
、
そ
の
調
査
で
検
出
さ
れ
た
遺
構
の
概
要
を
報

告
書
に
も
と
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
政
庁
南
面
道
路
跡
は
大
別
し
て
A
～
C
期
に
変
遷
し
て
い
る
。

　

A
期
　
　
大
部
分
は
盛
土
に
よ
る
が
、
東
か
ら
丘
陵
が
迫
る
部
分
で
は
地
山
を
削

り
出
し
て
造
ら
れ
た
道
路
跡
で
、
幅
は
約
一
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
南
北
発
掘
基
準

線
に
対
す
る
道
路
の
中
心
位
置
は
、
第
四
四
次
地
区
北
端
で
は
東
三
メ
ー
ト
ル
、
第

四

三
次
南

地
区
南
端
で
は
東
約
五
メ
ー
ト
ル
（
推
定
）
に
あ
り
、
と
も
に
東
方
に
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
リ

れ
て

い

る
。
こ
の
期
に
は
暗
渠
に
二
回
の
改
修
が
あ
る
こ
と
か
ら
A
～
A
に
細
分
さ

れ
る
。

　
　
（
A
期
）
　
東
側
に
側
溝
を
伴
い
、
第
四
四
次
地
区
に
は
こ
れ
と
T
字
状
に
接
続

　
し
東
側
の
水
を
西
側
の
沢
に
排
水
す
る
石
組
暗
渠
を
設
け
て
い
る
。
構
築
年
代
は

　
八
世
紀
前
半
で
あ
る
。

　
　
（
　
A
期
）
　
第
四
四
次
地
区
で
ふ
期
暗
渠
の
東
半
部
が
土
砂
の
堆
積
で
埋
っ
た
た

　
め
、
素
掘
暗
渠
に
改
修
し
た
時
期
で
あ
る
。
ん
期
の
側
溝
は
埋
り
切
っ
て
い
る
。
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改
修
年
代
は
七
一
五
年
か
ら
八
世
紀
中
頃
ま
で
の
間
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
（

ロ
A
期
）
　
ふ
期
に
改
修
し
た
暗
渠
が
土
砂
で
埋
っ
た
た
め
瓦
組
暗
渠
に
再
度
改

　

修

し
た
時
期
で
あ
る
。
改
修
年
代
は
八
世
紀
後
半
頃
と
考
え
ら
れ
る
。

　

B
期
　
　
A
期
道
路
の
上
に
盛
土
し
、
路
幅
を
約
一
八
メ
ー
ト
ル
に
拡
幅
し
て
い

る
。
南
北
発
掘
基
準
線
に
対
す
る
道
路
の
中
心
位
置
は
、
第
四
四
次
地
区
で
は
東
約

三

メ
ー
ト
ル
、
第
四
三
次
南
地
区
で
は
東
約
三
～
五
メ
ー
ト
ル
（
推
定
）
に
あ
る
。

構
築
年
代
は
七
八
〇
年
か
ら
九
世
紀
前
半
頃
ま
で
の
間
と
考
え
ら
れ
る
。

　

C
期
　
　
B
期
道
路
の
西
側
に
継
ぎ
足
し
て
幅
四
～
六
メ
ー
ト
ル
で
盛
土
を
行
っ

た
時
期
で
、
路
幅
は
約
二
ニ
メ
ー
ト
ル
に
拡
幅
さ
れ
て
い
る
。
南
北
発
掘
基
準
線
に

対
す

る
道
路
中
心
の
位
置
は
基
準
線
に
最
も
近
く
、
第
四
四
次
地
区
で
東
○
・
六
メ

ー
ト
ル
、
第
四
三
次
南
地
区
で
基
準
線
か
ら
東
ニ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
に
あ
る
。
構

築
年
代
は
九
世
紀
後
半
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
廃
絶
年
代
は
第
四
三
次
南
地
区
の
C
期

道
路
が

＝
一
・
一
三
世
紀
の
土
墳
に
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
ん
期
の
S
D
一
四
一
三
A
石
組
暗
渠
跡
は
、
S
X
一
四
一
四
枡
を
境
に
東
半
部
と

西
半
部

と
で
埋
っ
た
時
期
が
異
な
る
。
東
半
部
は
S
D
一
四
一
二
側
溝
と
共
に
第
一

三
層
に
よ
っ
て
埋
っ
て
お
り
、
S
D
一
四
二
二
B
に
改
修
し
た
時
に
は
す
で
に
機
能

を

失
っ
て
い
る
。
石
組
暗
渠
の
取
水
口
付
近
の
埋
り
土
か
ら
多
数
の
木
簡
が
出
土
し

た
。
　
一
方
、
西
半
部
は
、
S
D
一
四
一
三
B
・
C
お
よ
び
S
X
一
四
一
一
B
道
路
に

伴
う
S
D
一
四
一
三
D
暗
渠
の
構
築
の
際
に
も
利
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
降
に
埋

っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
石
組
暗
渠
の
西
側
に
分
布
す
る
木
片
を
多
量
に
含
む
層
を
一
部
除
去
し
た
結
果
、

S
D
一
四
二
二
A
石
組
暗
渠
は
旧
表
土
（
第
一
四
・
一
五
層
）
上
面
か
ら
浅
い
溝
を

掘
っ
て
据
え
ら
れ
て
お
り
、
両
側
の
木
片
を
多
量
に
含
む
層
は
側
石
を
お
さ
え
る
た

め

に
盛
ら
れ
た
土
で
暗
渠
の
裏
込
め
土
と
一
連
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。

こ
の
裏
込
め
土
に
は
多
数
の
木
簡
や
加
工
痕
の
あ
る
木
製
品
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　
以

下
、
具
体
的
に
木
簡
の
検
討
に
入
る
が
、
そ
の
木
簡
の
年
代
を
推
定
す
る
前
提

と
し
て
、
ま
ず
暗
渠
裏
込
め
土
の
多
数
の
木
簡
は
ほ
と
ん
ど
削
屑
で
あ
り
、
一
括
投

棄

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
暗
渠
東
半
部
埋
り
土
は
、

多
少
の
年
代
幅
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
木
簡
は
裏
込
め
土
の
も
の
と
同
様

に
ほ

と
ん
ど
削
屑
で
あ
り
、
し
か
も
内
容
的
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
兵
制
関
係
の
も

の
が
大
部
分
を

占
め
て
い
る
な
ど
、
か
な
り
集
中
的
に
投
棄
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い

と
推
測
さ
れ
る
。

⇔

木
簡
の
概
要

　
　
　
ー
S
D
一
四
一
三
A
石
組
暗
渠
出
土
の
木
簡
1

　

木
簡
は
、
最
も
古
い
S
X
一
四
一
一
A
道
路
に
伴
う
S
D
一
四
二
二
A
石
組
暗
渠

の

裏
込
め

土
か

ら
一
九
七
点
、
同
暗
渠
東
半
部
の
埋
り
土
か
ら
八
六
点
の
計
二
八
三

点
が
出
土
し
て
い
る
。
大
部
分
は
削
屑
で
あ
り
、
文
字
の
判
読
が
可
能
な
も
の
は
約

七

〇
点
で
あ
る
。
以
下
、
報
告
書
に
も
と
つ
い
て
出
土
層
位
ご
と
に
、
主
要
な
も
の

　
（
9
）

の

釈
文
を

掲
げ
、
形
状
お
よ
び
内
容
な
ど
に
つ
い
て
記
述
す
る
（
木
簡
番
号
は
報
告

書
の
番
号
に
よ
る
）
。
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ゐ
θ

才’、

看 　用

一

1
　
暗
渠
裏
込
め
土
出
土
の
木
簡

　
　
く
釈
文
∨

①
　
　
　
　
『
口
口
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
万

呂
姉
占
マ
麻
用
責

　
　
　
　
　
　
　
　
　
弟
万
呂
母
占
マ
小
冨
賓
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
主

同
族
［
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
八
）

　
　
　
　
界
線
は
い
ず
れ
も
刻
線
で
あ
る
。

　
　
（
菊
多
力
）

②
口
口
郡
君
子
部
荒
國
　
　
　

二

二
三
）

③
　
丈
マ
子
荒
石

　
　
　
　
口
　
口
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
五
）

④

口
伴
マ
ロ

×

△

四
）

×

○

／、

）

×

△

八
）
×

七

〇
九

〇
九

〇
八

遜認濱嬬盤元

3cm0

図6　第1号木簡実測図（実大）

　
　

　
　

大
伴
マ
神

　
　

　
　
口
［
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
三
五
）
×
（
＝
二
）
　
　
　
　
　
〇
九
一

　
　
　
　
　
（
右
頬
力
）

⑭

口
升
三
口
口

　
　
　
　

口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
九
一

⑮

口
番

口
替
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
九
一

⑯

口
三
番
替

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

〇
九
一

⑰

替

口
口
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

空

⑱

　
主
典
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
空

　
（
鉦
力
）

⑲

　
口
師
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
空

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
と
⑲
は
同
一
木
簡
の
削
屑
で
あ
る
。
（
＼
は
合
点
）

∧
形
状
お

よ
び
内
容
∨

①
の
上
端
は
、
表
側
と
裏
側
か
ら
切
り
込
み
を
入
れ
た
後
に
折
ら
れ
て
い
る
。
下

36



多賀城の創建年代

端
、
左
右
両
端
と
も
欠
損
し
て
い
る
。
表
側
は
削
り
整
形
の
面
を
な
し
て
い
る
が
、

裏
側
は
割
れ
面
の
ま
ま
で
厚
さ
が
一
定
し
な
い
。

　
表
側
に
は
、
上
部
に
ク
ギ
の
よ
う
な
も
の
で
引
か
れ
た
約
ニ
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
間

隔
で
ほ
ぼ
平
行
す
る
三
本
の
刻
線
が
み
ら
れ
る
。
墨
痕
は
四
行
二
七
文
字
分
確
認
で

き
る
が
、
そ
の
中
二
～
四
行
目
は
三
本
目
の
刻
線
を
基
準
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

　
本
木
簡

は
、
戸
単
位
に
歴
名
を
記
し
た
も
の
の
断
片
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
界
線
を

有
し
書
式
が
整
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
単
な
る
メ
モ
で
は
な
く
、
正
式
に
実
務
に
使

用

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
報
告
書
で
は
、
裏
側
に
一
行
を
認
め
て
い
る
が
、

材
は
割
れ
面
の

ま
ま
整
形
さ
れ
て
お
ら
ず
、
文
字
と
は
判
断
し
が
た
い
の
で
、
こ
こ

で
は
省
く
こ
と
と
し
た
。

　
②
は
、
削
屑
で
は
あ
る
が
、
郡
名
＋
人
名
の
記
載
が
み
ら
れ
る
。
第
一
字
目
と
第

二
字
目
の
郡
名
は
、
残
画
か
ら
み
て
「
菊
多
」
の
可
能
性
が
あ
り
、
菊

2
　
暗
渠
東
半
部
埋
り
土
出
土
の
木
簡

　
　
∧
釈
文
∨

　
⑳
表

　　　　蕗斎
呂
臨
羅
璽
ピ
取
丈
部
丈
部
」

　
裏
　
　
「

　
　
　
　

鳥
取
部
丈

　
　
　
　
鳥
鳥
鳥
鳥
鳥
鳥
鳥
取
部
丈
部
鳥
」

　
　
　
　
　
丈
丈

　
　
鳥

⑳
表

人

兵
士
五
百
七
十

　
裏
　
　
「
鳥
鳥
鳥
丈
部
」

⑳
　
　
口

　
　口
健

児
竺
口
L

（
二
〇
八
）
×
　
二
〇
　
×
七

（

八

七
）
×
（
一
六
）
×
七

多
郡
と
す
れ
ば
養
老
二
（
七
一
八
）
年
建
置
で
あ
る
の
で
そ
れ
以
後
の

史
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
確
定
で
き
な
い
。

　
⑭
は
、
削
屑
で
あ
る
が
、
右
端
は
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

「
升
三
」
の
上
に
残
存
す
る
墨
痕
は
「
年
」
と
み
て
も
矛
盾
は
な
く
、

（右
頬
力
）

「
口
口
」
は
身
体
的
特
徴
を
記
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
⑮
～
⑰
の
三
点
は
記
載
内
容
か
ら
、
い
ず
れ
も
分
番
・
交
替
に
関
係

す

る
木
簡
の
削
屑
と
思
わ
れ
る
。

　
⑱
・
⑲
は
同
一
木
簡
の
削
屑
と
み
ら
れ
、
と
も
に
官
職
名
と
員
数
を

記

し
て
い
る
。
⑲
は
残
画
か
ら
み
て
「
鉦
」
の
可
能
性
も
あ
る
。

一

〇
一
五

〇
八
一

0　　　　　　　　　　　5c，

躍
図7　第29号木簡実測図
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⑫
　
「
口
」

　
　
　
庇
弱
替

　
⑳
　
緑
子
口

　
　
（
慶
力
）

　
　
　
口
口

　
⑲
　
口
郷
大
口

　
⑩
　
小
川
郷
口

　
　
（
里
力
）

　
㊨
　
口

　
⑫
　
里

　
⑮
　
口
木
三
百
八
十
村
前
旬
口
口
［

　
〈
形
状
お

よ
び
内
容
〉

　
㊧
は
、
本
来
は
短
冊
型
で
側
面
上
方
部
に
孔
が
あ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ

る
。
表
側
の
中
心
に
は
、
上
部
に
人
名
が
書
か
れ
、
そ
の
下
に
割
注
の
形
で
年
齢
・

身
体
的
特
徴
・
本
貫
地
名
と
い
う
そ
の
個
人
の
デ
ー
タ
が
書
か
れ
て
い
る
。
本
貫
地

と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
「
陽
日
郷
川
合
里
」
は
、
陸
奥
国
安
積
郡
に
所
在
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
余
白
と
裏
を
利
用
し
て
、
後
に
「
鳥
取
部
」
・
「
丈
部
」
の
氏
族

名
が
習
書
さ
れ
て
い
る
。
⑳
～
⑫
の
3
点
と
も
兵
制
関
係
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
⑳
は
、
兵
制
関
係
の
事
務
処
理
の
過
程
で
使
用
さ
れ
た
個
人
カ
ー
ド
的
な

も
の
で
、
他
の
木
簡
と
連
ね
た
状
態
で
木
簡
の
記
載
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
必
要
に

応

じ
て
順
序
を
組
み
換
え
る
と
い
う
使
わ
れ
方
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
⑳
の
健
児
は
、
天
平
十
（
七
三
八
）
年
に
廃
止
さ
れ
、
天
平
宝
字
六
（
七
六
二
）

年
に
伊
勢
・
近
江
・
美
濃
・
越
前
で
、
さ
ら
に
延
暦
十
一
（
七
九
二
）
年
に
は
陸
奥
・

出
羽
・
西
海
道
な
ど
辺
要
国
を
除
く
ほ
ぼ
全
国
で
復
置
さ
れ
て
い
る
。

　
⑳
・
⑳
は
、
共
に
「
郷
」
の
記
載
が
見
え
、
霊
亀
元
（
七
一
五
）
年
以
後
の
史
料

で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
⑳
の
「
小
川
郷
」
は
『
和
名
類
聚
抄
』
に
よ
れ
ば
陸

奥
国
安
積
郡
に
小
川
郷
の
名
が
見
え
る
。

⇔
　
木
簡
の
年
代
の
検
討

1
　
暗
渠
裏
込
め
出
土
の
木
簡

　
第
一
号
木
簡
　
　
本
木
簡
は
、
歴
名
で
は
あ
る
が
、
通
常
の
「
続
柄
＋
人
名
」
で

は

な
く
、
　
「
人
名
＋
続
柄
＋
人
名
」
と
い
う
記
載
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歴

名
の
記
載
の
し
か
た
は
、
現
存
史
料
で
み
る
限
り
、
大
宝
二
年
美
濃
国
戸
籍
お
よ
び

和
銅
元
年
戸
籍
に
伴
う
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
に
の
み
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

○
大
宝
二

（
七
〇

二
）
年
御
野
国
加
毛
郡
半
布
里
戸
籍

中
政
戸
県
造
荒
島
戸
♀
三
延
呈
小
子
三
井
七
舞
＝

　
小
女
一
　
　
正
奴
一

　
　
　
井
五

下
中
戸
主
荒
島
酵
廿
六
　
　
　
　
嫡
子
知
国
陣
志

戸
主

弟
大
轟
百
二
　
　
戸
主
同
党
黒
猪
誹
九

嫡
子
黒
麻
呂
惇
肝
四
　
　
　
　
　
次
赤
麻
呂
特
刊

戸
主

同
党
尾
治
国
造
族
伊
加
都
知
辞
四
　
　
戸
毒
大
件

部
首
姉

売
臨
七
　
　
　
児
高
島
売
錨

戸
主
妻
秦
人
広
庭

売
難
五
　
黒
纂
島
弥
士
冗
魏
二

伊
加
都
知

妹
意
弥
奈

売
鉾
四
戸
主
奴
麻
轟
鮒
五
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○
和
銅
元

（
七
〇

八
）
年
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳

　
　
へ

意
弥
子
黒
麻
呂
、
年
廿
六
、

戸
主
占
部
加
己
石
、
年
借
四
、

寄
大
伴
部
忍
、
年
九
、

次
真
忍
、
年
七
、

従
父
弟
大
麻
呂
、
年
廿
三
、

　
、
　
（
自
腕
力
）

忍
姉
麻
刀
、
年
十
四
、

本
戸
主
古
且
弥
、
年
六
十
七
、

子
甲
、
年
光
八
、

子
東
麻
呂
、
年
十
四
、

寄
大
伴
部
意
弥
、
年
冊
三
、

　
へ

甲
妻
同
族
黒
、
年
卦
八
、

　
　
へ

意
弥
妻
占
部
弥
都
、
年
冊
八
、

児
刀
自
、
年
廿
五
、

○
大
宝
二
年
筑
前

国
島
郡
川
辺
里
戸
籍

戸
主
卜
部
乃
母
曽
、
年
隷
拾
玖
歳
、

母
葛
野
部
伊
志
売
、
年
漆
拾
騨
歳
、

妻
卜
部
甫
西
豆
売
、
年
騨
拾
漆
歳
、

男
卜
部
久
漏
麻
呂
、
年
拾
玖
歳
、

男
卜
部
和
寄
志
、
年
陸
歳
、

正残
丁丁

正正正正小正者小正小小
女女女丁子丁老女丁子子

和
銅
元
年
死

太
宝
二
年
籍
、
戸
主
占

部
古
ヨ

弥

戸
、
戸
主

子
、
今
為
戸
主
、

太
宝
二
年
籍
後
、
移
出

里
内
戸
主
大
伴
部
意
弥

戸
、
戸
主
為
甥
、

上
件
三

人
、
忍
従
移

往
、上

件
五
人
、
慶
雲
三
年

死上
件
二
人
、
慶
雲
四
年

死

小少丁書正
子丁妻女丁
嫡嫡
弟子

き
　

女
ト
部
寄
吾
良
売
、
年
拾
陸
歳
、

女
卜
部
乎
寄
吾
良
売
、
年
拾
参
歳
、

従
父
弟
卜
部
方
名
、
年
隷
拾
陸
歳
、

妻
中
臣
部
比
多
米
売
、
年
参
拾
漆
歳
、

男
卜
部
黒
、
年
拾
漆
歳
、

男
卜
部
赤
猪
、
年
拾
陸
歳
、

男
卜
部
乎
許
自
、
年
弐
歳
、

女
卜
部
比
佐
豆
売
、
年
拾
捌
歳
、

女
卜
部
赤
売
、
年
拾
参
歳
、

女
卜
部
羊
売
、
年
玖
歳
、

女
卜
部
麻
呂
売
、
年
壱
歳
、

○
養
老
五

（
七
二

一
）
年
下
総
国
葛
飾
郡
大
島
郷
戸
籍

戸
主
孔
王
部
佐
留
、
年
隷
拾
漆
歳
、

　
母
孔
王
部
乎
ヨ
売
、
年
漆
拾
参
歳
、

　
妻
孔
王
部
若
大
根
売
、
年
参
拾
漆
歳
、

　
男
孔
王
部
古
麻
呂
、
年
拾
伍
歳
、

　
男
孔
王
部
麻
麻
呂
、
年
拾
弐
歳
、

　
男
孔
王
部
勝
、
年
玖
歳
、

　
男
孔
王
部
小
勝
、
年
漆
歳
、

　
女
孔
王
部
與
佐
売
、
年
弐
拾
弐
歳
、

　
女
孔
王
部
真
黒
売
、
年
拾
弐
歳
、

緑小小次緑小少丁正小小
女女女女児子丁妻丁女女

上
件
二

口
、
嫡
女

嫡
子

上
件
二

口
、
嫡
弟

上
件
四

口
、
嫡
女

残
疾
　
課
戸

老
自
女

丁
妻

小
子
　
嫡
子

小
子
　
嫡
弟

小
子

小
子

丁
女

小
女
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女
孔
王
部
小
黒
売
、
年
漆
歳
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
女

　

弟
孔
王
部
徳
太
理
、
年
参
拾
壱
歳
、
　
　
　
　
　
　
　
正
丁
　
兵
士

　

男
孔
王
部
古
麻
呂
、
年
漆
歳
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
子

　

弟
孔
王
部
小
足
、
年
弐
拾
漆
歳
、
　
　
　
　
　
　
　
　
正
丁

　
妹
孔
王
部
小
宮
売
、
年
陣
拾
緯
歳
、
　
　
　
　
　
　
　
丁
女

　

婦
孔
王
部
与
伎
売
、
年
拾
陸
歳
、
　
　
　
　
　
　
　
　
小
女

　

ま
ず
、
以
下
問
題
と
す
る
大
宝
二
年
戸
籍
に
関
す
る
通
説
的
理
解
は
、
次
の
よ
う

で
あ
る
。

　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
（
H
）

　

川
上
多
助
・
岸
俊
男
の
両
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
美
濃
国
戸
籍

は
前
代
か
ら
の
浄
御
原
令
の
書
式
に
よ
り
、
西
海
道
戸
籍
は
大
宝
令
の
新
書
式
に
よ

っ

て

造

ら
れ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
西
海
道
戸
籍
、
と
く
に
豊
前
国
丁
里
戸
籍
に
つ

い

て
、
岸
俊
男
氏
は
大
宝
三
年
の
卯
年
生
ま
れ
と
思
わ
れ
る
も
の
が
壱
歳
と
し
て
記

載

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
造
籍
の
完
成
を
大
宝
三
年
末
以
降
、
そ
れ
も
お
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ら
く
大
宝
四
年
1
1
慶
雲
元
（
七
〇
四
）
年
に
は
い
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
慶

雲
元
年
四

月
に
諸
国
印
を
鍛
冶
司
に
鋳
造
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
国
印
の

な
い
美
濃
国
戸
籍
は
そ
の
領
布
以
前
に
、
国
印
の
あ
る
西
海
道
戸
籍
は
そ
れ
以
後
に

完
成
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
載
様
式
の
特
徴
を
と
ら
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

て
、
す
で
に
岸
俊
男
氏
が
大
宝
二
年
戸
籍
と
の
関
連
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

戸
口
損
益
帳
は
、
大
宝
二
年
造
籍
以
後
つ
ぎ
の
籍
年
た
る
和
銅
元
年
ま
で
の
六
年
間

の

戸
・
戸
口
の
異
動
の
集
計
で
あ
る
。
大
宝
二
年
美
濃
国
戸
籍
と
の
記
載
様
式
の
類

同
性
を
要
約
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
ω
男
女
順
の
戸
口
配
列
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
。

　
②

「
子
」
「
児
」
の
用
字
に
よ
っ
て
男
子
・
女
児
の
区
別
を
し
て
い
る
こ
と
。

　
㈲
続
柄
の
説
明
に
「
次
」
と
い
う
継
起
的
記
述
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
。

　
ω
年
齢
記
載
法
は
西
海
道
戸
籍
は
大
字
で

「
年
弐
拾
陸
歳
」
と
記
し
て
い
る
が
、

　
　
美
濃

国
戸
籍
お
よ
び
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
は
と
も
に
「
年
廿
六
」
と
記
し
て
い

　
　
る
こ
と
。

　

し
た
が
っ
て
、
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
か
ら
復
原
的
に
推
察
で
き
る
大
宝
二
年
陸
奥

国
戸
籍
は
美
濃
国
戸
籍
と
同
様
な
記
載
様
式
を
も
っ
て
い
て
、
西
海
道
の
そ
れ
と
は

異

な
っ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
は
両
籍
（
大
宝
二
年
籍
と
和
銅
元
年
籍
）
年
間
の

計

帳
の
別
項
記
載
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
の
よ
う
に
一
応
解
さ
れ
る
か
ら
、
大
宝
二

年
戸
籍
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
後
毎
年
造
ら
れ
た
計
帳
お
よ
び
和
銅
元
年
の
戸
籍
そ
の

も
の
ま
で
が
、
一
様
に
大
宝
二
年
美
濃
国
戸
籍
的
記
載
様
式
を
存
続
せ
し
め
て
い
た

こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
岸
氏
は
和
銅
元
年
戸
籍
と
い
っ
て
も
実
際
は
そ

れ
が
完
成
す

る
の
は
翌
二
年
で
あ
る
し
、
ま
た
他
の
点
か
ら
も
む
し
ろ
こ
の
文
書
は

和
銅
元
年
戸
籍
完
成
以
前
の
も
の
で
、
こ
の
文
書
が
そ
の
造
籍
に
作
用
す
る
こ
と
は

考

え
ら
れ
て
も
、
逆
の
場
合
は
な
い
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
し
て
、
陸
奥
国
戸
口
損

益
帳
の
記
載
は
あ
く
ま
で
も
大
宝
二
年
の
戸
籍
を
一
般
的
に
基
本
と
し
て
い
る
と
し

た
。　

そ

こ
で
、
本
木
簡
に
つ
い
て
、
以
下
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
美
濃
国
戸
籍
の
記
載
様
式
の
特
徴
の
一
つ
は
］
行
三
口
で
現
存
史
料
に
全
く
類
例

を

見

出
せ
な
い
。
し
か
し
、
美
濃
国
戸
籍
の
一
行
三
口
の
記
載
は
あ
く
ま
で
も
、
紙
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の

記
載
様
式
で

あ
る
の
で
、
本
木
簡
の
一
行
一
口
の
記
載
は
原
簿
た
る
戸
籍
が
一
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

三

口
で
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
黒
万

呂
姉
占
マ
麻
用
責

　
　
弟
万
呂
母
占
マ
小
冨
頁

　
　
戸
主
同
墜
　
　
　
　
一

　

こ
の
「
男
姓
名
＋
姉
」
「
男
性
名
＋
母
」
の
記
載
は
美
濃
国
戸
籍
で
も
同
様
で
あ

り
、
例
え
ぽ
「
中
政
戸
秦
人
止
也
比
」
の
戸
の
構
成
は
、
以
下
の
と
お
り
記
載
さ
れ

て

い
る
。

　
　中
政
戸
秦
人
止
也
比
戸
口
十
四
妊
打
　
一
一
　
　
　
　
　
妊
妓
≡

　
　
　
小
女
三

井
七

　
　下
≧
戸
主
止
也
比
陸
珊
二

　
　次
小
太
加

獣

　
　次
加
尼
麻
呂
難
廿
四

　
　加
尼
麻
呂
甥
秦
人
牟
津
牌
行
一

　
　
児
知

代
売
錯

　
　
次
小
牟

志
売
提

　
　
　
　
　
　
へ

　
　
加
尼
麻

呂
妹
都
売
嬬
二

　

「
戸
主

同
族
一
　
1
〔

戸
口
損
益
帳
に
し
か
み
ら
れ
な
い
。

に

つ
い
て
は
、

戸
主
丸
子
部
忍
、
年
八
十
四
、

子
忍
羽
、
年
廿
九
、

嫡
子
太
加
麻
呂
舛
廿

戸
主
甥
都
麻
利
陸
酬
六

次
千
麻鼻
廿
九

戸
主
妻
秦
人
余
売
跨
酬
六

次
牟
志
奈
売
牌
針
三

　
　
　
へ

都
麻
利
母
秦
人
加

≧
弥
売
酔
妖
＋

児
秦
人
牟
都
売
魏

　

同
族
の
用
語
は
現
存
史
料
で
は
陸
奥
国

　
　
　
太
宝
二
年
籍
、
里
内
戸

老
目
老
　
主
丸
子
部
子
尻
分
析
今

　
　
　
移
来
、

正
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
　
　
　
　
　
　
　
・
）

　
　
次
忍

人
、
年
廿
一
、
次
忍
人
、
年
廿
一

　
　
次
子
真
人
、
年
十
九
、

　
　
戸
主
妻
同
族
古
夜
、
年
五
十
三
、

　
　
児
刀
自
、
年
廿
七
、

　
　
次
乎
刀
自
、
年
十
、

　
美
濃
国
戸
籍
で
は
「
戸
主
同
党
」

戸
県
造
荒
島
の
戸
参
照
）
が
注
目
さ
れ
る
。

え
る
「
同
党
」
「
同
党
妹
」

　
ま
た
、

正

丁

少
丁

正
女

正
女

小
女
　
上
件
六
人
忍
従
移
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

表
記

（前
掲
の
加
毛
郡
半
布
里
戸
籍
の
中
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
見
吉
治
氏
は
美
濃
国
戸
籍
に
の
み
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

従
父

兄
弟
・
従
父
姉
妹
と
考
定
さ
れ
た
。

　
　
　
　
同
戸
籍
で
は
前
述
し
た
よ
う
に
男
女
順
の
戸
口
配
列
法
を
と
っ
て
お
り
、

「
戸
主
同
党
」
記
載
は
必
ず
そ
の
前
行
と
同
性
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
、
本
木
簡

も
「
黒
万
呂
姉
…
」
　
「
弟
万
呂
母
…
」
の
次
の
コ
　
主
同
族
L
は
女
性
の
記
載
と
判

断
で
き
る
。

　
本
木
簡
は

こ
の
配
列
か
ら
考
え
て
、
美
濃
国
戸
籍
お
よ
び
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
と

同
様
に
、
男
女
順
の
戸
口
配
列
法
を
と
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
と
さ

ら
に
刻
線
を
引
き
、
そ
の
刻
線
を
基
準
と
し
て
歴
名
記
載
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

紙
に
書
か
れ
た
戸
籍
を
模
し
た
記
載
法
で
あ
り
、
通
常
の
木
簡
の
歴
名
記
載
と
異
な

る
点
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
点
か
ら
推
し
て
本
木
簡
は
、
単
な
る
歴
名
記
載
で
は
な
く
、
戸
籍
原
簿

か

ら
一
つ
の
戸
の
構
成
を
そ
の
ま
ま
抜
書
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以

上
を

ま
と
め
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ω
　
　
「
人
名
＋
続
柄
＋
人
名
」
の
記
載
。

②
　
男
女
順
の
戸
口
配
列
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
。
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こ
の
二
点
の
記
載
上
の
特
徴
は
、
大
宝
二
年
美
濃
国
戸
籍
・
和
銅
元
年
陸
奥
国
戸

口

損
益
帳
に
の
み
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

㈲
　
　
「
戸
主
同
族
」
の
記
載
は
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
に
し
か
み
ら
れ
な
い
。
な
お
美

　
濃
国
戸
籍
は
「
戸
主
同
党
」
と
い
う
類
似
の
記
載
が
存
す
る
。

　

こ
れ
ら
三
点
は
、
大
宝
二
年
西
海
道
戸
籍
・
養
老
五
年
下
総
国
戸
籍
と
は
異
な
る

記
載
様
式

と
い
え
る
。
下
総
国
戸
籍
は
戸
主
下
の
「
戸
某
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
大
宝

二
年
西
海
道
戸
籍
様
式
（
受
田
記
載
を
除
く
）
に
よ
っ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
計
帳
の
歴
名
記
載
は
、
最
も
古
い
神
亀
元
（
七
二
四
）
年
の
近
江
国
計

帳
手
実
を
は
じ
め
と
し
て
、
天
平
五
（
七
三
三
）
年
右
京
計
帳
手
実
、
山
背
国
の
各

種
計
帳
な
ど
す
べ
て
、
西
海
道
お
よ
び
下
総
国
戸
籍
と
同
一
様
式
で
あ
る
。

○
神
亀
元
（
七
二
四
）

戸
主
広
麻
呂
、
年
廿
六
、

　
　
母
若
子
売
、
年
六
十
八
、

　
　
男
覇
人
、
年
五
、

　
　
弟
吉
備
麻
呂
、
年
廿
四
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
売
脱
力
）

　
　
妻
車
以
君
支
麻
須
、
年
廿
六
、

　
　
　
　
（
売
脱
力
）

　
　
女
虫
玉
、
左
十
十
］
ハ
、

　
　
　
　
　
（
売
脱
力
）

　
　
女
阿
流
自
、
年
十
一
、

　
　
　
　
　
（
売
脱
力
）

　
　
女
伊
夜
玉
、
年
九
、

　
　
　
　
（
売
脱
力
）

　
　
妹
床
世
、
年
升
七
、

　
　
妹
姉
売
、
年
升
、

年
近
江
国
志
何
郡
古
市
郷
計
帳

正小者正
丁子女丁

少丁小小小
女女女女女

職
分
資
人
、
右
頬
黒
子
、

順
贅

儲
人
、
上
肩
黒
子
、

右
頬
黒
子

鼻
右
柱
黒
子

逃
、
養
老
五
年
、

右
頬
黒
子

右
頬
黒
子

右

眉
上
黒
子

　
　
　
（
売
脱
力
）

姑
古
阿
麻
、
年
六
十
、

姑
阿
麻
売
、
年
五
十
九
、

大

田
史
加
比
麻
呂
、
年
升
四
、

丈
安
史
法
麻
呂
、
年
七
十
四
、

奴
乎
麻
呂
、
年
升
九
、

○
神
・
亀
三
二
　
（
七
二
山
ハ
）

戸
主
出
雲
臣
川
内
、
年
伍
拾
漆
歳
、

　
　
妻
出
雲
臣
真
土
売
、
年
参
拾
陸
歳
、

　
　
男
出
雲
臣
秋
守
、
年
弐
拾
隷
歳
、

　
　
男
出
雲
臣
春
守
、
年
弐
歳
、

者正丁丁
老丁女女

年

山
背
国
愛
宕
郡
雲
上
里
計
帳

男
出
雲
臣
大
国
、
年
参
拾
壱
歳
、

女
出
雲
臣
秋
刀
自
売
、
年
拾
漆
歳
、

女
出
雲
臣
嶋
刀
自
売
、
年
拾
壱
歳
、

女
出
雲
臣
春
刀
自
売
、
年
拾
舜
歳
、

姑
出
雲
臣
比
良
売
、
年
陸
拾
玖
歳
、

女
出
雲
臣
麻
呂
売
、
年
参
拾
漆
歳
、

○
天
平
五

（七
三

三
）
年
右
京
計
帳

課
戸
主
出
庭
徳
麻
呂
、
年
伍
拾
陸
、

　
男
出
庭
人
麻
呂
、
年
拾
伍
、

　
男
出
庭
家
足
、
年
漆
、

逃
、
養
老
五
年
、

逃
、
養
老
七
年
、

右

目
下
黒
子

逃
、
養
老
五
年
、

正
丁
　
鼻
於
黒
子

丁
妻
　
左
中
指
黒
子

　
　
　
左
掌
黒
子

生
益

一
支
療
疾
、

丁書小小少
女女女女女

　
　
筑
紫
国

左
腕
黒
子

左
頬
疵

上
唇
黒
子

鼻
黒
子

右
頬
黒
子

小小正
子子丁

頸
母左
服黒

子
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女
出
庭
御
比
売
、
年
参
拾
、

女
出
庭
小
黒
女
、
年
弐
拾
伍
、

女
出
庭
真
黒
女
、
年
弐
拾
、

弟
出
庭
小
虫
、
年
璋
拾
捌
、

男
出
庭
君
麻
呂
、
年
拾
陸
、

男
出
庭
縫
麻
呂
、
年
拾
壱
、

女
出
庭
橘
女
、
年
拾
弐
、

小
虫
姉
出
庭
刀
自
売
、
年
伍
拾
壱
、

女
紀
朝
臣
虫
女
、
年
参
拾
犀
、

妹
出
庭
家
虫
女
、
年
犀
拾
璋
、

姑
出
庭
麻
須
売
、
年
捌
拾
犀
、

○
天
平
十
二
（
七
四
〇
）
年
越
前
国
江
沼
郡
山
背
郷
計
帳

戸
主
江
沼
臣
族
乎
加
非
、
年
陸
拾
伍
、

　
　
妻
江
沼
臣
族
姉
女
、
年
伍
拾
陸
、

　
　
男
江
沼
臣
族
塔
麻
呂
、
年
弐
拾
、

　
　
姪
江
沼
臣
族
益
国
、
年
参
拾
伍
、

　
　
妻
江
沼
臣
族
髪
黒
売
、
年
参
拾
騨
、

　
　
女
江
沼
臣
族
虫
女
、
年
漆
、

　
　
女
江
沼
臣
族
子
虫
女
、
年
壱
、

　
　
妹
江
沼
臣
族
美
那
利
売
、
年
陸
拾
壱
、

　
　
女
矢
田
財
部
刀
自
売
、
年
弐
拾
騨
、

者正正正小小小正少正正
女女女女女子子丁女女女

正正新小正正中正老
女女　女女丁男女丁

額
黒
子

左
手
上
黒
子

母
服

左
目
盲

左
手
椋
二
灸

左
手
大
指
疵

左

目
後
疵

鼻
左
黒
子

目
合
黒
子

目
合
黒
子

右
手
椋
折

左

眉
黒
子

　
　
女
矢
田
財
部
夜
和
女
、
年
弐
拾
壱
、

　
　
江
沼
臣
族
島
麻
呂
、
年
参
拾
捌
、

　
　
妻
丈
部
古
豆
売
、
年
参
拾
漆
、

　
　
男
江
沼
臣
族
広
路
、
年
玖
、

　
　
男
江
沼
臣
族
広
麻
呂
、
年
伍
、

　
　
女
江
沼
臣
族
古
多
売
、
年
拾
伍
、

　
し
た
が
っ
て
、

点

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
虎
尾
俊
哉
氏
は

少♂小小正正正
女子子女丁女

右
足
於
疵

右
手
禄
灸

左
手
椋
二
灸

右
頬
黒
子

　
　
　
　
　
　
　
戸
籍
の
記
載
様
式
か
ら
す
れ
ぽ
、
養
老
五
年
戸
籍
が
大
き
な
変
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
私
は

川
上
氏
や
岸
氏
の
如
く
、
大
宝
当

時
既
に
戸
籍
に
一
定
の
記
載
様
式
が
あ
っ
て
、
美
濃
国
戸
籍
の
様
式
を
以
て
浄
御
原

令
の
様
式
、
西
海
道
戸
籍
の
様
式
を
以
て
大
宝
令
の
様
式
と
見
る
こ
と
は
無
理
で
は

あ
る
ま
い
か
と
考
え
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
戸
令
に
は
「
凡
戸
籍
依
レ
式
勘
造
」
と

記

さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
の
造
籍
式
が
定
め
ら
れ
た
の
は
養
老
五
年
の
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

は
あ
る
ま
い
か
（
戸
令
集
解
応
分
条
一
云
）
L
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
養
老
戸

令
造
戸
籍
条
に

「
凡
戸
籍
六
年
一
造
。
起
二
十
一
月
上
旬
↓
依
〃
式
勘
造
」
と
あ
り
、

書
式
等
を
定
め
た
細
則
で
あ
る
式
に
依
り
て
勘
え
造
れ
と
し
て
い
る
。
こ
の
具
体
的

な
式
は
、
戸
令
応
分
条
の
嫡
子
の
解
釈
に
つ
い
て
の
古
記
所
引
一
云
に
は
「
養
老
五

年
籍
式
、
庶
人
聴
レ
立
二
嫡
子
↓
即
依
二
式
文
↓
分
レ
財
之
法
、
亦
同
二
八
位
以
上
嫡
子
一

耳
」
と
注
し
、
養
老
五
年
の
造
籍
式
に
よ
っ
て
戸
主
の
地
位
の
継
承
責
任
者
と
し
て

嫡
子
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
養
老
元
（
七
一
七
）
年
五
月
辛
酉
条
に
よ
れ
ば
、
「
以
二
大
計
帳
・
四

季
帳
・
六
年
見
丁
帳
・
青
苗
簿
・
輸
租
帳
等
式
↓
頒
ゴ
下
於
七
道
諸
国
一
」
と
あ
り
、

大
計
帳

以
下
の
式
が
七
道
諸
国
に
頒
下
さ
れ
、
帳
簿
の
様
式
が
整
え
ら
れ
た
。
な
か
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で

も
、
こ
の
計
帳
に
つ
い
て
、
鎌
田
元
一
氏
は
そ
れ
ま
で
の
「
計
帳
」
は
一
国
全
体

の

統
計
的

文
書

と
し
て
の
「
目
録
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
養
老
元
年
に

至
っ
て
始
め
て
「
計
帳
歴
名
」
の
作
成
・
京
進
を
命
じ
、
「
目
録
」
と
「
歴
名
」
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

ら
な
る
新
書
式
を
制
定
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
た
。

　
こ

の

鎌

田
氏
の
新
解
釈
に
対
し
、
杉
本
一
樹
氏
は
次
の
よ
う
に
反
論
を
加
え
て
い

（1
8
）

る
。　

養
老
元
年
制
の
意
義
は
、
大
宝
律
令
施
行
に
よ
っ
て
事
務
量
は
飛
躍
的
に
増
大
し
、

和
銅
・
霊
亀
頃
か
ら
地
方
支
配
の
徹
底
化
を
目
ざ
し
て
、
全
国
統
一
的
な
整
備
さ
れ

た
書
式
を
備
え
た
諸
式
の
頒
下
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
大
宝
度
（
七
〇
二
）

派
遣
の

遣
唐
使
の

帰
朝
と
と
も
に
、
計
帳
式
を
は
じ
め
と
す
る
垂
操
元
（
六
八
五
）

年

制
の
新
た
な
税
制
関
係
諸
帳
簿
の
書
式
が
将
来
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も

養
老
元
年
制
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
養
老
元
年
制
の

評
価
か
ら
す
れ
ぽ
、
鎌
田
説
以
前
の
通
説
の
ご
と
く
大
計
帳
式
を
目
録
の
書
式
整
備

と
み
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
自
然
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
あ
え
て
歴
名
の
京
進
を
想

定
す

る
必
要
は
全
く
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
律
令
行
政
文
書
の
全
国
的
様
式
統
一
が
養
老
元
年
の
大
計
帳
式
以
下
の
諸
式
の
制

定
に
端
を

発
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
一
連
の
施
策
と
し
て
戸
籍
は
養
老
元
年
後
の
籍

年
す

な
わ
ち
養
老
五
年
籍
に
お
い
て
同
様
の
様
式
統
一
を
実
施
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
れ
ら
養
老
年
間
に
お
け
る
籍
帳
類
の
式
の
制
定
は
、
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
以
前

に

お
け

る
籍
帳
類
の
様
式
等
が
統
一
を
欠
い
て
い
た
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。

　
先

に

も
紹
介
し
た
戸
籍
制
度
に
関
す
る
通
説
的
理
解
の
よ
う
に
、
大
宝
二
年
戸
籍

は

「
浄
御
原
令
」
の
様
式
に
も
と
つ
く
美
濃
国
戸
籍
と
、
　
「
大
宝
令
」
の
様
式
に
よ

る
西
海
道
戸
籍
と
す
る
説
明
で
は
な
く
、
大
宝
二
年
籍
で
は
美
濃
・
陸
奥
（
陸
奥
国

戸
口
損
益
帳
よ
り
の
類
推
）
両
国
型
戸
籍
と
西
海
道
型
戸
籍
が
併
存
し
た
と
み
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
和
銅
元
年
籍
・
和
銅
七
年
籍
は
現
存
史
料
が
こ
れ
ま
で
知

ら
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
、
養
老
以
前
に
は
戸
籍
の
統
一
が
い
ま
だ
成
ら
ず
、

養
老
五
年
籍
に
お
い
て
は
じ
め
て
全
国
的
に
様
式
の
統
一
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
。
養
老
五
年
籍
以
降
は
若
干
の
用
語
な
ど
で
変
更
は
認
め
ら
れ
る
が
、
養
老
五
年

籍
に
お
い
て
記
載
様
式
が
統
一
さ
れ
、
そ
れ
以
降
戸
籍
・
計
帳
は
全
国
的
に
一
定
し

た
様
式
を

踏
襲

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
か
ら
、
美
濃
国
戸
籍
お
よ
び
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
と
同
様
の
記
載
様
式
を

→

　
　

　
7
2
ー
養
老
六
年
五
月

　
　
　
（
養
老
五
年
籍
完
成
）

　

第
2
号
木
簡

が
、
「
多
」

ら
ぽ
、
現
存
第
一
字
目
は

多
郡
は
前
掲
史
料
・

　
　
　
　
　
　
　

非
常
に
薄
い
削
屑
で
、

　
　
　
　

は
ほ

と
ん
ど
問
題
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「菊
」

　
　
　
　
　
　
　
　

『
続
紀
』
養
老
二

陸
国
多
珂
郡
の
郷
二
一
〇
燗
（
戸
）

な
お
、
石
城
国
は
前
述
し
た
よ
う
に
確
実
な
下
限
は
神
亀
五

に
解
釈
を

加

え
れ
ば
、
神
亀
元

も
つ
本
木
簡
は
、
下
限
を
養
老
五
年
籍
完
成
の
養

老
六
年
五
月
三
十
日
（
戸
令
造
戸
籍
条
「
凡
戸
籍
。

…
起
二
十
一
月
上
旬
↓
…
五
月
卦
日
内
詑
」
）
と
す

れ
ば
、
そ
の
戸
簿
原
簿
は
和
銅
七
年
籍
・
和
銅
元

年
籍
・
大
宝
二
年
籍
の
い
ず
れ
か
の
戸
籍
か
ら
の

抜
書
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
郡
の
上
部
が
欠
損
し
て
確
定
し
が
た
い

　
　
　
陸
奥
・
石
城
・
石
背
三
国
内
で
考
え
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

の

一
部
の

字
画
と
み
て
よ
い
と
判
断
で
き
る
。
菊

　
　
　
（
七
一
八
）
年
五
月
乙
未
条
に
よ
れ
ば
、
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　

を

割

い
て

石
城
国
に
加
え
た
新
置
の
郡
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
二
八
）
年
、
さ
ら

（
七
二

四
）
年
段
階
で
は
陸
奥
国
に
復
し
て
い
る
と
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（
2
0
）

み
ら
れ
る
。

　
結

局
の
と
こ
ろ
、
第
2
号
木
簡
は
、
養
老
二
年
新
置
の
「
菊
多
郡
」
の
記
載
か
ら
、

養
老
二

（
七
一
八
）
年
以
降
の
史
料
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
暗
渠
裏
込
め
土
出
土
の
木
簡
の
年
代
を
、
養
老
二
（
七
一
八
）
年

以

降
、
養
老
六
年
五
月
三
十
日
（
養
老
五
年
籍
完
成
）
ま
で
に
限
定
す
る
こ
と
が
で

718

養
老
二
年
五
月

（菊
多
郡
新
置
）

　
惚
　
養
老
六
年
五
月

　
第
1
8
・
1
9
号
木
簡

で
あ
る
か
ら
、

い
。　

「
鉦
師
」
の
「
鉦
」

り
、

も
の
で
、

そ
の
内
容
は
、

　
　
　

き
る
。
さ
ら
に
、
第
1
号
木
簡
で
抜
書
の
原
簿
を

　
　
　

大
宝
二
年
籍
・
和
銅
元
年
籍
・
和
銅
七
年
籍
の
い

　
　
　

ず
れ
か

と
想
定
し
た
が
、
第
2
号
木
簡
の
年
代
を

　
　
　

養
老
二
～
六
年
五
月
三
十
日
の
間
に
限
定
す
れ
ば
、

　
　
　

第
1
号
木
簡
は
和
銅
七
年
籍
か
ら
の
抜
書
で
あ
る

　
　
　

と
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
点
は
、
本
来
同
一
木
簡
か
ら
削
り
取
ら
れ
た
も
の

　
　

密
接
な
関
連
を
も
つ
も
の
と
し
て
扱
わ
ね
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
形
は
鈴
に
似
て
舌
が
な
く
、
柄
が
あ
っ
て
半
ぽ
は
内
に
あ

　
　
そ

の

貫
通
を
緩
く
し
、
柄
の
内
に
あ
る
部
分
を
本
体
に
打
ち
当
て
て
音
を
出
す

　
　
　
　
行
進
の

合
図

に
用

い
る
と
い
う
。

　
養
老
軍
防
令
私
家
鼓
鉦
条
に
よ
れ
ば
、

　
　
凡
私
家
。
不
レ
得
〃
有
二
鼓
鉦
。
弩
。
牟
。
精
。
具
装
。
大
角
。
小
角
。
及
軍
幡
↓

　
　
唯
楽
鼓
不
レ
在
二
禁
限
↓

と
あ
り
、
鉦
鼓
は
大
角
・
小
角
な
ど
の
吹
鳴
具
や
軍
幡
な
ど
と
と
も
に
、
私
家
に
所

蔵
す

る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
軍
隊
の
調
度
品
と
し
て
、
専
ら
用
兵
の
目
的
で
使

用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
鉦
鼓
に
関
す
る
義
解
は
「
鼓
者
、
皮
鼓
也
。
鉦
老
、

金

鼓
也
。
所
二
以
静
ア
喧
也
」
と
解
釈
を
下
し
て
い
る
。

　
鉦
鼓
に

つ
い
て

は
、
次
の
史
料
が
本
木
簡
の
解
釈
の
う
え
で
重
要
で
あ
る
。

　
　
　

『
類
聚
三
代
格
』
延
暦
十
九
（
八
〇
〇
）
年
十
月
七
日
官
符

　
　
廃
コ
置
長
上
一
事

　
　

鼓
吹
司

　
　
　
廃
二
大
笛
長
上
一
員
一
今
置
二
鉦
鼓
長
上
一
員
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
右
得
二
兵
部
省
解
一
侮
。
鼓
吹
司
解
侮
。
軍
旅
之
設
。
吹
角
為
〃
本
。
征
戦
之
備
。

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
鉦
鼓
為
〃
先
。
今
有
二
吹
角
長
上
三
人
↓
曽
無
二
鉦
鼓
之
師
↓
至
二
威
儀
之
日
↓
有
〃

　
　
失
二
進
退
之
節
↓
望
請
。
置
二
鉦
鼓
長
上
↓
教
コ
習
生
徒
一
者
。
右
大
臣
宣
。
奉
レ

　
　
勅
。
宜
下
廃
二
大
笛
長
上
↓
兼
預
二
大
角
長
上
↓
更
置
申
鉦
鼓
長
上
卸
其
官
位
亦
同
二

　
　

吹
角
長
上
↓

　
　
　
延
暦
十
九
年
十
月
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
は
筆
者
）

　

軍
旅
の
設
は
吹
角
を
本
と
な
し
、
征
戦
の
備
は
鉦
鼓
を
先
と
な
す
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
鼓
吹
司
の
解
状
に
よ
れ
ば
、
今
吹
角
の
長
上
は
三
人
い
る
が
、
鉦
鼓
の
師
が

欠
員
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
大
笛
長
上
一
員
を
廃
し
て
、
鉦
鼓
長
上
一
員
を
置
い
て

ほ

し
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
軍
防
令
軍
団
置
鼓
条
に
よ
れ
ぽ
、
「
凡
軍
団
。
各
置
二

鼓
二
面
。
大
角
二
口
。
少
角
四
口
↓
通
コ
用
兵
士
↓
分
番
教
習
。
（
下
略
）
」
と
あ
り
、

軍

団
に
は
大
角
・
小
角
お
よ
び
鼓
が
配
置
さ
れ
た
。

　

延
暦
十
九
年
十

月
七
日
官
符
に
み
え
る
よ
う
に
、
鉦
鼓
は
「
征
戦
之
備
」
と
さ
れ

た

が
、
八
・
九
世
紀
の
東
北
地
方
の
征
討
事
業
に
関
す
る
史
料
に
は
鉦
鼓
に
関
す
る

記
述
は
残
念
な

が

ら
み
え
な
い
。
し
か
し
、
次
の
史
料
は
、
中
央
の
衛
府
関
係
の
も
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の

で
あ
る
が
、
将
軍
の
用
語
と
と
も
に
注
目
さ
れ
る
。

　
　
　

『
続
紀
』
養
老
五
年
十
二
月
辛
丑
条

　
　
太
政
官
奏
、
授
刀
寮
五
衛
府
、
別
設
二
鉦
・
鼓
各
一
面
↓
便
作
二
将
軍
之
号
令
一

　
　
以
為
二
兵
士
之
耳
目
一
節
二
進
退
動
静
↓
奏
可
之
。

　
授
刀

寮
と
五
衛
府
と
に
、
鉦
・
鼓
各
一
面
を
設
け
、
将
軍
が
行
軍
の
進
退
・
動
静

の

指
示
に
使

用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
非
常
体
勢
は
、
同

月
七
日
に
元
明
太
上
天
皇
が
没
し
、
そ
の
直
後
の
不
測
の
事
態
に
備
え
、
新
田
部
親

王
が
将
軍
に
任
命

さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
措
置
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
は
不
測
の

事
態
に
備
え

た
軍
事
体
制

と
鉦
鼓
の
密
接
な
関
連
を
示
す
史
料
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

（2
1
）

う
。　

前
述
の
諸
史
料
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
鉦
と
鼓
は
「
鉦
鼓
」
ま
た
「
鼓
鉦
」
と

並
称

さ
れ
る
が
、
実
際
は
、
常
時
の
軍
団
に
は
鼓
の
み
が
置
か
れ
、
鉦
は
戦
闘
行
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

等
に
際
し
て
大
軍
の
行
進
の
合
図
に
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
鉦
と
そ

れ
を

指
揮
す

る
鉦
師
は
、
非
常
時
の
征
討
軍
な
ど
に
は
必
要
不
可
欠
の
構
成
員
で
あ

っ

た

と
理
解
で
き
る
。
一
方
「
主
典
」
と
い
う
表
記
も
、
鉦
師
と
の
関
連
で
い
え
ば
、

当
然
征
討
軍
の
第
四
等
官
・
主
典
（
軍
曹
）
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
軍
防
令
将
帥

出
征
条
の
義
解
の
注
に
は
「
軍
曹
者
。
大
主
典
也
。
録
事
者
。
少
主
典
也
」
と
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
鉦
師
」
と
「
主
典
」
が
征
夷
軍
の
構
成
員
と
す
る
な
ら
ぽ
、
八
世

紀
前
半
の

蝦
夷
反
乱
と
そ
れ
に
対
す
る
征
夷
軍
派
遣
が
取
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
　
　

『
続
紀
』
養
老
四
（
七
二
〇
）
年
九
月
丁
丑
（
廿
八
日
）
条

　
　
陸
奥
国
奏
言
。
蝦
夷
反
乱
。
殺
二
按
察
使
正
五
位
下
上
毛
野
朝
臣
広
人
↓

　
同
書
養
老
四
年
九
月
戊
寅
（
廿
九
日
）
条

以
二
播
磨
按
察
使
正
四
位
下
多
治
比
真
人
縣
守
一
為
二
持
節
征
夷
将
軍
↓
左
京
亮

従
五
位
下
下
毛
野
朝
臣
石
代
為
二
副
将
軍
↓
軍
監
三
人
。
軍
曹
二
人
。
以
二
従
五

位
上
阿
倍
朝
臣
駿
河
↓
為
二
持
節
鎮
秋
将
軍
↓
軍
監
二
人
。
軍
曹
二
人
。
即
日

授
二
節
刀
↓

　
同
書
養
老
五
（
七
二
一
）
年
四
月
乙
酉
（
九
日
）
条

征
夷
将
軍
正
四

位
上
多
治
比
真
人
縣
守
。
鎮
秋
将
軍
従
五
位
上
阿
倍
朝
臣
駿
河

等
還
帰
。

　
　
　

『
続
紀
』
神
亀
元
（
七
二
四
）
年
三
月
甲
申
（
廿
五
日
）
条

　
　
陸
奥
国
言
。
海
道
蝦
夷
反
。
殺
二
大
橡
従
六
位
上
佐
伯
宿
祢
児
屋
麻
呂
↓

　
　
　
同
書
神
亀
元
年
四
月
丙
申
（
七
日
）
条

　
　
以
二
式
部
卿
正
四
位
上
藤
原
朝
臣
宇
合
一
為
二
持
節
大
将
軍
↓
宮
内
大
輔
従
五
位

　
　
上
高
橋
朝
臣
安
麻
呂
為
二
副
将
軍
↓
判
官
八
人
。
主
典
八
人
。
為
レ
征
二
海
道
蝦

　
　
夷
一
也
。

　
　
　

同
書
神
亀
元
年
十
一
月
乙
酉
（
廿
九
日
）
条

　
　
征
夷
持
節
大
使
正
四
位
上
藤
原
朝

臣
宇
合
。
鎮
秋
将
軍
従
五
位
上
小
野
朝
臣
牛

　
　
養
等
来
帰
。

　

こ
の
二
つ
の
征
討
軍
派
遣
の
う
ち
、
本
木
簡
と
関
連
す
る
の
は
、
養
老
二
年
以
降

養
老
六
年
五
月
以
前
の
間
に
起
き
た
蝦
夷
の
反
乱
と
そ
れ
に
対
す
る
征
討
事
業
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
養
老
四
年
九
月
、
蝦
夷
が
反
乱
を
起
し
、
按
察
使
を
殺

害
し
た
事
件
の
際
に
派
遣
さ
れ
た
征
夷
軍
の
一
員
が
、
本
木
簡
の
「
鉦
師
四
」
　
「
主
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718
占

o 722

養
老
二
年
五
月

　
　
　
　
　
養
老
五
年
四

月
九
日

き
る
。
　
　
　
　
木
簡
の
廃
棄
年
代
は
、

時
期

と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

2
　
暗
渠
埋
り
土
出
土
の
木
簡

　
鵬
ー
霊
亀
元
年

715 740740

　
2
0
　
養
老
四
年
九
月

　
7

　
　
　
（
征
夷
軍
派
遣
）

　
m
ー
養
老
五
年
四
月

　
　
　
（
征
夷
軍
帰
還
）

養
老
六
年
五
月

以
降
、

郷
里
制

（「
陽
日
郷
川
合
里
」
）

天
平
十
二
年

霊
亀
元
年

738

天
平
十
年
五
月

（諸
国
の
健
児
廃
止
）

天
平
十
二
年

　

典
一
L
（
「
軍
曹
二
人
」
と
の
違
い
は
本
木
簡

　

の

性

格
に
よ
る
か
）
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き

　

る
で
あ
ろ
う
。

　
　

こ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
と
す
れ
ば
、
こ

　

の

木
簡
の
年
代
は
、
養
老
四
年
九
月
二
十
九

　

日
（
征
夷
軍
派
遣
の
際
の
節
刀
授
与
の
時

（征
夷

軍
の
帰
還
）
以
前
と
限
定
す
る
こ
と
が
で

　
　

お
そ

ら
く
養
老
五
年
四
月
以
降
ま
も
な
い

　
上
記
の

暗
渠
裏
込
め
土
出
土
木
簡
の
推
定

年
代

を
よ
り
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、

暗
渠
東
半
部
埋
り
土
出
土
の
木
簡
の
年
代
に

つ
い
て

も
検
討
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。　

第
2
9
号
木
簡
　
　
上
部
に
人
名
、
そ
の
下

に
割

注
の
形
で
年
齢
・
身
体
的
特
徴
・
本
貫

地
名
と
い
う
そ
の
個
人
の
デ
ー
タ
が
書
か
れ

て

い

る
。
本
貫
地
「
（
安
積
郡
）
陽
日
郷
川
合

里
」
は
、
郷
里
制
の
施
行
さ
れ
て
い
た
霊
亀

元

（
七
一
五
）
年
か
ら
天
平
十
二
（
七
四
〇
）

年
の
間
の
史
料
で
あ
る
。

　
第
3
1
号
木
簡
　
　
こ
の
木
簡
は
健
児
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。
健
児
は
天
平
十
（
七

三
八
）
年
五
月
に
廃
止
さ
れ
、
天
平
宝
字
六
（
七
六
二
）
年
に
伊
勢
・
近
江
．
美
濃
．

越
前

で
、
さ
ら
に
延
暦
十
一
（
七
九
二
）
年
に
は
陸
奥
・
出
羽
・
西
海
道
な
ど
辺
要

国
を
除
く
ほ
ぼ
全
国
で
復
置
さ
れ
て
い
る
。
第
2
9
号
木
簡
の
年
代
の
下
限
が
天
平
十

二
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
平
十
年
以
前
の
健
児
関
係
史
料
と
い
え
る
。

　
第
34
号
木
簡

　
　
緑
子
に
つ
い
て
は
、
大
宝
令
で
は
三
歳
以
下
の
男
児
を
緑
と
称

し
、
養
老
令
で
は
黄
と
規
定
し
て
い
る
が
、
八
世
紀
代
の
戸
籍
・
計
帳
類
に
お
け
る

三
歳
以

下
の

男
児
の
表
記
の
変
遷
を
み
て
み
た
い
。

　
大
宝
二
年
美
濃
国
戸
籍
・
西
海
道
戸
籍
さ
ら
に
養
老
五
年
下
総
国
戸
籍
は
緑
児
、

そ
れ
以
降
は
天
平
十
二
年
越
前
国
山
背
郷
計
帳
の
一
例
を
除
い
て
は
す
べ
て
緑
子
の

表
記
に

統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
現
存
史
料
で
み
る
限
り
、
緑

子
の

戸
籍
上
の
用
例
は
養
老
五
年
籍
以
前
に
は
な
い
事
実
で
あ
り
、
養
老
五
年
以
降

大
宝
二
年

（
七
〇
二
）

　
　
〃

和
銅
元
年

（
七
〇
八
）

養
老
五
年
（
七
二
一
）

神
嶺
屯
三
年
（
七
二
山
ハ
）

天
平
五
年

（
七
三
三
）

　
　
〃

天
平
七
年

（
七
三
五
）

天
平
十
二
年

（
七
四
〇
）

天
平
十
四

年

（
七
四
二
）

天
平
宝
字
元
ー
宝
亀
三

年

（
七
五
七
ー
七
七
二
）

天
平
宝
字
元
－
宝
亀
四

年

（
七
五
七
－
七
七
三
）

美
濃
国
戸
籍

筑
前
・
豊
前
・
豊
後
国
戸
籍

陸
奥
国
戸
口
損
益
帳

下
総
国
戸
籍

山
背
国
出
雲
郷
雲
上
・
下
里
計
帳

山
背
国
郷
里
未
詳
計
帳

右
京
計
帳

山
背
国
大
住
郷
（
？
）
計
帳

越
前
国
山
背
郷
計
帳

近
江
国
古
市
郷
計
帳

因
幡
国
戸
籍
（
？
）

讃
岐
国
戸
籍

緑
児

〃〃 聾覧〃〃〃聾琵

〃 婁　　　　緑””””” 女
黄
女
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の

緑
児
の
使
用
例
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
木
簡
の
「
緑
子
」
の

表
記

は
、
養
老
五
年
籍
（
養
老
六
年
五
月
三
十
日
完
成
）
以
降
の
も
の
と
解
釈
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
　
「
緑
子
」
の
次
行
の
残
画
は
、
次
に
あ
げ
る
戸
籍
の
配
列
を
参
照
す
れ
ば
、

「
慶
」
の
一
部
、
　
「
疾
」
は
削
り
取
ら
れ
、
わ
ず
か
に
墨
痕
が
残
っ
て
い
る
に
す
ぎ

な

い
が
、
　
「
魔
疾
」
と
判
断
で
き
る
。

　
○
下
総

国
葛
飾
郡
大
嶋
郷
嶋
俣
里
戸
籍

　
　
　
嶋
俣
里
戸
舜
拾
試

合
口
参
栢
漆
拾

1
口
試
伯
陸
拾
捌
不
課

－
口
壼
伯
試
課

○
筑
前

国
嶋
郡
川
邊
里
戸
籍

凡
口
壼
拾
萱

ー
口
捌
不
課

1
口
参
課

ー
口
冊
六
　
　
小
子

　
口
　
十
二
　
緑
児

　
口
二
　
　
　
慶
疾

　
口
三
　
　
　
者
老

　
　
　
（
下
略
）

1
口
一
　
緑
児

　
口
一
　
巖
疾

　
旦
二
　
丁
女

　
口
一
　
次
女

　
　
　
（
下
略
）

　
こ
の
不
課
記
載
の
「
緑
子
」
　
　
「
屡
疾
」
の
並
び
か
ら
み
て
、
こ
の
削
屑
は
戸
籍

の

一
部
（
集
計
部
分
）
か
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
暗
渠
埋
り
土
出
土
の
木
簡
は
、
㊧
の
兵
制
関
係
の
事
務
処
理
の
過
程
で
使
用

715740

霊
亀
元
年

22

ー
養
老
六
年
五
月

7　
　
　
（
養
老
五
年
籍
完
成
）

　
　
「
緑
子
」

　73

i
天
平
十
年
五
月

天
平
十
二
年

さ
れ
た
個
人
カ
ー
ド
的
な
も
の
、
⑳
の
兵
士

な
ど
の
人
数
を
記
し
た
も
の
、
⑳
の
健
児
関

係
の
も
の
、
⑫
の
兵
制
に
関
わ
る
人
間
の
交

替
に

関
す
る
も
の
な
ど
、
い
ず
れ
も
兵
制
関

係
の
も
の
で
あ
り
、
木
簡
も
削
屑
を
中
心
と

し
て
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
て
投
棄
し
た
と
推

測
さ
れ
る
。

　

こ
の
「
緑
子
」
を
養
老
五
年
籍
以
降
の
表
記
と
み
な
す
な
ら
ば
、
暗
渠
埋
り
土
出

土
木
簡
の
年
代
は
養
老
五
年
籍
完
成
後
の
養
老
六
（
七
二
二
）
年
六
月
を
上
限
、
健

児
廃
止
年
代
の
天
平
十
（
七
三
八
）
年
五
月
を
そ
の
下
限
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
暗
渠
埋
り
土
の
年
代
を
養
老
六
（
七
二
二
）
年
六
月
以
降
、
天
平
十

（
七
三

八
）
年
ま
で
と
す
る
と
、
上
記
の
暗
渠
裏
込
め
土
出
土
の
木
簡
の
年
代
を
養

老
四

年
九

月
か
ら
養
老
五
年
四
月
ま
で
と
推
定
し
た
こ
と
の
妥
当
性
を
間
接
的
に
裏

付
け
る
も
の
と
い
え
る
。

　
以

上
か

ら
、
政
庁
と
外
郭
南
門
を
結
ぶ
道
路
跡
の
創
置
年
代
は
、
養
老
五
年
四
月

以
降
お
そ
ら
く
養
老
六
年
に
か
け
て
の
頃
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
東
北
地
方
の
政
治
・
軍
事
上
の
中
心
施
設
と
し
て
の
多
賀
城
の
造
営
は
大
規
模
な

ゆ
え
に
、
数
年
間
を
要
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
ち

な
み
に
陸
奥
国
桃
生
城
と
出
羽
国
雄
勝
城
に
つ
い
て
、
そ
の
造
営
状
況
が
史
料

上
確
認
で
き
る
の
で
、
こ
こ
に
参
考
ま
で
に
記
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
、
雄
勝
城
は
早
く
は
藤
原
朝
臣
仲
麻
呂
の
伯
父
藤
原
朝
臣
麻
呂
が
天
平
九

（
七
三

七
）
年
持
節
大
使
と
し
て
取
り
組
ん
だ
陸
奥
・
出
羽
連
絡
路
の
開
削
事
業
に
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伴
な
い
、
そ
の
造
営
が
計
画
さ
れ
な
が
ら
中
止
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
。
仲
麻

呂
は
そ
の
念
願
の
雄
勝
城
に
加
え
て
、
陸
奥
国
北
部
の
海
道
の
中
心
牡
鹿
地
方
の
北

に
桃
生
城
を

建
置

し
よ
う
と
し
た
。
両
城
の
造
営
は
天
平
勝
宝
九
（
七
五
七
）
歳
四

月
に
は
、
仲
麻
呂
の
儒
教
政
策
に
も
と
づ
き
、
儒
教
的
倫
理
に
そ
む
く
不
孝
・
不
恭
・

不
友
・
不
順
の
者
を
「
陸
奥
国
桃
生
。
出
羽
国
小
勝
」
に
移
配
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
（
『
続
紀
』
天
平
勝
宝
九
歳
四
月
辛
巳
条
）
。
両
城
の
造
営
は
天
平
宝
字
三
（
七
五

九
）
年
九
月
頃
に
は
ほ
ぼ
完
成
に
近
づ
い
た
と
思
わ
れ
、
春
か
ら
秋
ま
で
郷
土
を
離

れ
て

造
営
に

従
事

し
た
郡
司
・
軍
毅
・
鎮
兵
・
馬
子
ら
合
わ
せ
て
八
、
一
八
〇
人
に

対

し
、
そ
の
労
を
ね
ぎ
ら
っ
て
当
年
の
人
身
挙
税
を
免
除
し
て
い
る
（
『
続
紀
』
天

平
宝
字
三
年
九

月
己
丑
条
）
。
そ
の
両
城
の
正
式
な
完
成
は
天
平
宝
字
四
（
七
六
〇
）

年
正
月
で
あ
り
、
こ
の
大
事
業
を
指
揮
し
た
按
察
使
の
藤
原
朝
臣
朝
猫
以
下
、
陸
奥
・

出
羽
両
国
の
首
脳
陣
が
論
功
行
賞
を
得
て
い
る
（
『
続
紀
』
天
平
宝
字
四
年
正
月
丙

寅
条
）
。

　

こ
の
点
か
ら
、
桃
生
・
雄
勝
両
城
の
造
営
は
、
天
平
勝
宝
九
（
七
五
七
）
歳
の
時

点

で
は
す
で
に
計
画
さ
れ
、
天
平
宝
字
三
（
七
五
九
）
年
中
に
は
完
成
し
た
と
考
え

ら
れ
、
少
な
く
と
も
三
年
は
要
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
大
規
模
な
多
賀
城
造
営
が
ど
の
よ
う
な
手
順
の
も
と
に
推
し
進
め
ら

れ
た
か
は
定
か

で

な
い
。
た
だ
、
多
賀
城
で
最
も
象
徴
的
な
中
心
施
設
は
政
庁
で
あ

り
、
外
郭
の
正
門
と
な
る
南
門
お
よ
び
そ
の
政
庁
と
南
門
を
結
ぶ
道
路
建
置
が
全
体

の

造
営
計

画
の
中
で
、
比
較
的
初
期
に
着
手
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
無
理
な
く
想
定
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
多
賀
城
の
政
庁
と
南
門
を
結
ぶ
道
路
跡
の
造
営
年
代
は
、
養
老
五

年
四

月
（
征
討
軍
の
帰
還
）
以
降
、
そ
れ
ほ
ど
の
期
間
を
経
な
い
時
期
と
み
て
お
き

た
い
。

　

こ
こ
で
問
題
は
、
多
賀
城
碑
の
記
す
創
建
お
よ
び
修
造
の
年
紀
を
そ
れ
ぞ
れ
の
造

営
期
間
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
る
か
で
あ
る
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
桃
生
・
雄
勝
両
城
は
天
平
勝
宝
九
歳
の
時
点
で
す
で
に
計

画

さ
れ
、
天
平
宝
字
三
年
中
に
は
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
桃
生
・
雄
勝
両

城
の
造
営
完
成
を
ま
っ
て
、
陸
奥
・
出
羽
両
国
の
国
府
の
所
在
す
る
多
賀
城
・
秋
田

城

は
、
そ
の
修
造
事
業
に
着
手
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
秋
田
城
は
も
ち
ろ
ん

『
続
紀
』
天
平
五
（
七
三
三
）
年
十
二
月
己
未
条
に
「
出
羽
柵
遷
ゴ
置
於
秋
田
村
高
清

水

岡
一
」
と
み
え
る
出
羽
柵
の
改
変
で
あ
る
。
秋
田
城
は
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十

三

（
八
〇

四
）
年
十
一
月
癸
巳
条
に
よ
れ
ば
、
秋
田
城
は
「
建
置
以
来
冊
余
年
」
と

あ
り
、
ほ
ぼ
七
六
〇
年
前
後
が
秋
田
城
の
建
置
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。
多
賀
城
・
秋

田
城
の
修
造
は
と
も
に
大
規
模
な
改
変
と
判
断
さ
れ
、
天
平
宝
字
四
年
頃
に
着
手
し

た

と
す
れ
ぽ
、
宝
字
六
年
中
の
完
成
は
、
き
わ
め
て
妥
当
な
修
造
期
間
と
み
る
こ
と

が

で

き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
多
賀
城
碑
の
示
す
修
造
年
紀
が
天
平
宝
字

六
年
で
あ
る
こ
と
に
一
応
の
妥
当
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し

碑
の
最
後
に
記
す
「
天
平
宝
字
六
年
十
二
月
一
日
」
は
、
藤
原
朝
臣
朝
猿
の
参
議
就

任
の
記
念
す
べ
き
年
月
日
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
創
建
年
代
に
つ
い
て
も
、
神
亀
元
年
は
修
造
と
同
様
に
そ
の
完
成
年
と
み
な
す
こ

と
が
最
も
穏
当
で
あ
ろ
う
。
多
賀
城
の
創
建
期
に
つ
い
て
、
政
庁
の
造
営
を
そ
の
造

営
の
初
期
と
し
て
、
政
庁
と
外
郭
南
門
を
結
ぶ
正
面
道
路
の
構
築
年
代
を
養
老
五
年

な

い

し
六
年
頃
と
み
れ
ば
、
そ
の
後
、
多
賀
城
外
郭
内
地
域
の
整
備
を
経
て
、
養
老

八
年
H
神
亀
元
年
に
完
成
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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ま
　
と
　
め

　
多
賀
城
の
創
建
は
、
和
銅
元
年
体
制
と
よ
ぽ
れ
る
八
世
紀
前
半
の
全
国
的
な
地
方

行
政
整
備
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
羽
国
建
国

に
は

じ
ま
る
陸
奥
国
北
部
の
改
変
、
石
城
・
石
背
両
国
の
分
置
な
ど
一
連
の
東
北
政

策
に
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
多
賀
城
外
郭
南
門
跡
前
に
建
つ
多
賀
城
碑
は
、
多
賀
城
創
建
年
代
を
「
神

亀
元
年
」
と
刻
し
て
い
る
。
こ
の
碑
は
永
ら
く
偽
作
と
説
か
れ
て
い
た
が
、
近
年
の

多
方
面
か
ら
の
検
討
に
よ
り
、
ほ
ぼ
偽
作
説
を
斥
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い

る
。
た
だ
、
こ
の
神
亀
元
年
が
大
規
模
な
多
賀
城
造
営
事
業
の
ど
の
時
点
を
指
す
も

の

か
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
考
古
学
的
成
果
か

ら
は
、
多
賀
城
の
創
建
年
代
は
こ
れ
ま
で
は
木
戸
窯
跡
出
土
の

文
字
瓦

な
ど
か
ら
郷
里
制
施
行
（
七
一
五
～
七
四
〇
）
下
の
二
十
五
年
間
の
中
で
把

え
て
き
た
。

　
そ

れ

ら
に
対
し
て
、
多
賀
城
政
庁
と
外
郭
南
門
と
を
結
ぶ
正
面
道
路
跡
の
石
組
暗

渠
裏
込
め
土
と
暗
渠
埋
り
土
か
ら
出
土
し
た
一
群
の
木
簡
は
、
そ
の
創
建
年
代
を
養

老
二
年
以
降
、
養
老
六
年
ま
で
の
間
と
上
限
・
下
限
を
明
確
に
定
め
、
さ
ら
に
「
鉦

師
」
「
主
典
」
を
征
討
軍
の
構
成
員
と
み
る
な
ら
ば
、
養
老
四
年
九
月
の
征
討
軍
の

派
遣
に

伴
な
う
と
み
て
、
上
記
の
年
代
を
さ
ら
に
養
老
四
年
九
月
か
ら
養
老
五
年
四

月
ま
で
の
間
に
限
定
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
考
察
と
関
連
し
て
、
今
後
の
課
題
点
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。

D
　
一
般
的
に
数
年
間
に
わ
た
る
大
規
模
な
官
衙
造
営
に
あ
た
っ
て
は
一
定
の
手
順

に

も
と
つ
い
て
計
画
的
に
事
業
が
遂
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

本

稿
で
試
み
た
政
庁
と
外
郭
南
門
を
結
ぶ
道
路
跡
の
構
築
推
定
年
代
が
認
め
ら
れ
る

と
す
れ
ば
、
今
後
多
賀
城
造
営
の
ど
の
時
点
に
位
置
づ
け
る
か
、
全
体
の
造
営
手
順

の

中
で
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
他
の
遺
跡
に
お
い
て
も
、
そ
の
造
営

過
程
を

考
古
学
的
調
査
の
中
で
あ
と
づ
け
る
作
業
を
今
後
試
み
て
ほ
し
い
。

力
　
我
が
国
に
お
け
る
古
代
の
戸
籍
制
度
か
ら
い
え
ぽ
、
通
説
的
理
解
と
し
て
は
、

現
存
最
古
の
戸
籍
で
あ
る
大
宝
二
年
籍
の
う
ち
、
浄
御
原
令
に
よ
る
美
濃
国
戸
籍
と
、

大
宝
令
に
よ
る
西
海
道
戸
籍
そ
し
て
そ
の
後
は
西
海
道
戸
籍
を
基
本
的
に
引
き
継
い

だ

養
老
五
年
下
総
国
戸
籍
に
至
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
す
で
に
和
銅
元
年
陸

奥
国
戸
口
損
益
帳
は
、
大
宝
二
年
の
陸
奥
国
戸
籍
…
そ
の
も
の
が
美
濃
型
で
あ
る
こ
と

を

も
の
が
た
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
、
上
記
の
よ
う
な
従
来
の

理
解
で
は

十
分
に

説
明
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
多
賀
城
木
簡
の
検
討
の
結
果
、
和
銅
七
年
籍
も
大
宝
二
年
の
美
濃
型
・

陸
奥
型
を

踏
襲

し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
見
解
が
認

め

ら
れ
る
な
ら
ば
、
陸
奥
国
（
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
、
和
銅
七
年
籍
の
一
部
を
伝
え

る
本
木
簡
）
は
、
美
濃
国
（
大
宝
二
年
戸
籍
）
と
同
様
に
東
山
道
に
属
す
る
国
で
あ

る
こ
と
に
共
通
点
を
有
し
て
い
る
の
で
、
西
海
道
型
戸
籍
に
対
し
て
美
濃
型
で
は
な

く
、
東
山
道
型
と
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
律
令
文
書
行
政
に
お
け
る
道

制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
注
目
し
、
新
た
に
検
討
を
加
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。　

以
上
、
古
代
の
東
北
地
方
の
政
治
・
軍
事
の
一
大
拠
点
で
あ
る
多
賀
城
の
創
建
年
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代
に
つ
い
て
、
文
献
史
料
・
金
石
文
さ
ら
に
出
土
文
字
史
料
な
ど
、
多
方
面
か
ら
の

検
討
を

加

え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
年
代
を
き
わ
め
て
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

思
う
。
こ
う
し
た
手
続
は
、
他
の
遺
跡
に
つ
い
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
制
約
条
件
が
あ

る
で
あ
ろ
う
が
、
試
み
て
み
る
必
要
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
末
尾
な
が
ら
、
当
初
の
木
簡
解
読
を
担
当
さ
れ
、
正
確
な
釈
文
と
有
益
な
考
察
を

加
え

ら
れ
た
佐
藤
和
彦
氏
お
よ
び
本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
り
、
再
調
査
や
写
真
提
供

に
多
大
な

御
助

力
を
い
た
だ
い
た
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
・
東
北
歴
史
資
料

館
の
各
位
に
対
し
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

　
〔
追
記
〕
　
上
記
の
考
察
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
多
賀
城
創
建
年
代
に
つ
い
て
は
文
献
史
料

上
の
検
討
の
中
で
石
城
・
石
背
両
国
建
置
問
題
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
点
、
土

田

直
鎮
先
生
の

御
論
考

（
「
石
城
石
背
両
国
建
置
沿
革
余
考
」
）
は
、
戦
前
か
ら
議
論
の
分
れ
て

い

た

こ
の
問
題
に
実
質
的
な
終
止
符
を
打
っ
た
意
義
あ
る
も
の
で
あ
る
。
先
生
に
献
呈
す
る
本

号
に
若
干
な

り
と
も
関
連
す
る
小
論
を
寄
稿
し
、
先
生
の
学
恩
に
対
す
る
謝
意
と
し
た
い
。

註（
1
）
　
土
田
直
鎮
「
石
城
石
背
両
国
建
置
沿
革
余
考
」
　
『
歴
史
地
理
』
八
三
巻
一
号
、
一
九

　
　
五
二
年
。

（
2
）
　
石
城
・
石
背
両
国
の
存
続
期
間
を
さ
ら
に
限
定
で
き
る
と
す
る
新
見
解
が
発
表
さ
れ

　
　
て
い
る
。
熊
谷
公
男
氏
に
ょ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
「
黒
川
以
北
十
郡
の
成
立
」

　
　
（
『
東
北
学
院
大
学
　
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
一
号
、
一
九
八
九
年
）
。

　
　
　
『
続
紀
』
神
亀
元
年
四
月
癸
卯
条
に
み
え
る
「
坂
東
九
国
」
と
い
う
表
現
は
、
通
常

　
　
の
坂
東
八
国
に
陸
奥
を
加
え
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
、
こ
の
と
き
ま
で
に
石
城
・
石

　
　
背
両
国
は
消
滅
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
〔
喜
田
貞
吉
「
石
城
・
石
背
両
国
建
置
沿
革
考
」

　
　
（
『
喜
田
貞
吉
著
作
集
』
四
　
歴
史
地
理
研
究
、
一
九
八
二
年
、
原
論
文
の
発
表
は
一
九

　
　
一
二
年
）
。
今
泉
隆
雄
「
陸
奥
国
の
建
国
と
郡
山
遺
跡
」
　
（
『
図
説
宮
城
県
の
歴
史
』
一

　
　
九
八
八
年
）
〕
。
す
な
わ
ち
石
城
・
石
背
両
国
は
養
老
二
年
五
月
に
建
置
さ
れ
、
養
老
四

　
　
年
十
一
月
（
『
類
聚
国
史
』
養
老
四
年
十
一
月
甲
戌
条
に
石
城
・
石
背
の
国
名
が
み
え

　
　
る
）
以
降
神
亀
元
年
四
月
ま
で
の
三
年
余
の
間
に
再
併
合
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、

　
　
存
続
期
間
は
二
年
半
か
ら
最
大
限
で
も
六
年
た
ら
ず
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
本
稿
「
一
、
文
献
史
料
上
の
検
討
」
に
つ
い
て
は
、
旧
稿
「
律
令
制
下
の
多
賀
城
」

　
　
発
表
以
後
、
諸
氏
に
よ
り
検
討
が
加
え
ら
れ
、
有
益
な
新
見
解
も
公
表
さ
れ
て
い
る
。

　
　
特
に
本
稿
第
一
章
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
今
泉
隆
雄
氏
「
陸
奥
国
の
建
国
と
郡
山
遺
跡
」

　
　

「
多
賀
城
の
時
代
」
　
（
前
掲
書
所
収
）
お
よ
び
熊
谷
公
男
氏
の
前
掲
論
文
が
そ
の
代
表

　
　
的
な
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
、
本
稿
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
も
第
三
章
の
木
簡

　
　
の
検
討
に
あ
り
、
以
下
の
本
論
の
展
開
に
直
接
的
に
は
影
響
が
な
い
も
の
と
判
断
し
た

　
　
の
で
、
こ
こ
で
は
関
説
し
な
い
こ
と
を
は
じ
め
に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

（
3
）
　
野
村
忠
夫
『
律
令
政
治
の
諸
様
相
』
一
九
六
八
年
。

（
4
）
　
鎮
所
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
拙
稿
「
鎮
守
府
論
1
ー
陸
奥
鎮
所
に
つ
い
て
ー
」

　
　
（
『
東
北
歴
史
資
料
館
研
究
紀
要
』
第
六
巻
　
一
九
八
〇
年
）
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

（
5
）
　
虎
尾
俊
哉
「
律
令
国
家
の
奥
羽
経
営
」
　
『
古
代
の
地
方
史
』
六
　
奥
羽
編
　
一
九
七

　
　
八
年
、
ほ
か
。

（
6
）
多
賀
城
碑
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
安
倍
辰
夫
・
平
川
南
編
『
多
賀
城
碑
ー
そ
の
謎

　
　
を
解
く
ー
』
　
（
一
九
八
九
年
）
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

（
7
）
　
近
年
、
鎌
田
元
一
氏
は
、
木
簡
な
ど
の
実
態
史
料
か
ら
、
郷
里
制
の
施
行
は
霊
亀
三

　
　

（
七
一
七
）
年
五
月
下
旬
の
こ
と
と
す
る
注
目
す
べ
き
新
見
解
を
発
表
さ
れ
た
（
「
郷

　
　
里
制
の
施
行
と
霊
亀
元
年
式
」
（
上
田
正
昭
編
『
古
代
日
本
と
東
ア
ジ
ア
』
所
収
、
一
九

　
　
九
一
年
）
。
し
か
し
、
氏
自
身
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
「
霊

　
　
亀
元
年
式
」
な
る
記
載
の
存
在
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
一
応
従

　
　
来
の
通
説
に
ょ
る
こ
と
と
す
る
。

（
8
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
今
泉
隆
雄
氏
は
、
偽
作
で
あ
る
と
い
う
積
極
的
な
根
拠
が
な
く

　
　
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
碑
文
を
多
賀
城
の
理
解
に
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
提
唱

　
　
し
〔
「
多
賀
城
碑
は
真
物
か
偽
物
か
」
（
前
掲
『
図
説
宮
城
県
の
歴
史
』
）
〕
、
熊
谷
公
男

　
　
氏
も
賛
意
を
表
明
し
て
い
る
〔
註
（
2
）
の
前
掲
論
文
〕
。

（
9
）
　
報
告
書
の
釈
文
に
つ
い
て
、
今
回
筆
者
の
再
調
査
に
よ
り
、
若
干
訂
正
を
加
え
た
も

　
　
の
を
本
文
に
掲
げ
た
の
で
、
こ
こ
に
釈
文
に
変
更
を
加
え
た
も
の
の
み
報
告
書
の
釈
文

　
　
と
訂
正
箇
所
を
明
示
し
て
お
き
た
い
。

　
　
①
表

　
　
　
口
　
口黒

万
呂
姉
占
マ
ロ
用
責

　
　
　
　
　
　
　
゜
（
費
力
）

弟
万
呂
母
占
マ
小
口
口
口
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　　「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
族
力
）
°
°
°

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
主
同
口
口
口
口

　
　
　

裏
　
［
U

　
　
②

口
口
郡
君
子
部
荒
國

　
　
④
　
　
口
口
口

　
　
　
　
大
伴
マ
神

　
　
　
　
　

U
［

　
　
　
　
　
　
　
（
替
力
）

　
　
⑮
　
口
番
口
口
口

　
　
　
　
　
　
　
（
替
力
）

　
　
⑯
　
口
三
番
口

　
　
　
（翫
力
）

　
　
⑰
　
口
口
口
口

　
　
　

（金
ヘ
ン
）

　
　
⑲
　
口
師
四

　
　

◎
　
「
［
」

　
　
　
　
　
（
匡
力
）
　
（
替
力
）

　
　
　
　
　
口

弱
口

　
　
⑭
　
口
子
口

　
　
　
（丈
力
）

　
　
　
　
口

　
　
　
（
小
力
）

　
　
⑳
　
口
川
郷
口

（
1
0
）
　
川
上
多
助
「
古
代
戸
籍
考
」
『
日
本
古
代
社
会
史
の
研
究
』
一
九
四
七
年
。

（
H
）
　
岸
俊
男
「
古
代
後
期
の
社
会
機
構
」
『
新
日
本
史
講
座
』
一
九
五
二
年
、
の
ち
に
『
日

　
　
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
所
収
、
一
九
七
三
年
。

（
1
2
）
　
岸
俊
男
「
造
籍
と
大
化
改
新
詔
」
　
『
日
本
書
紀
研
究
』
一
　
一
九
六
四
年
、
の
ち
に

　
　
前
掲
書
所
収
。

（
1
3
）
　
岸
俊
男
「
い
わ
ゆ
る
「
陸
奥
国
戸
籍
」
の
残
簡
」
（
『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
所
収
、

　
　
一
九
七
三
年
）
お
よ
び
「
所
謂
『
陸
奥
国
戸
籍
』
残
簡
補
考
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
三

　
　
ー
二
　
一
九
五
六
年
）

（
1
4
）
　
虎
尾
俊
哉
氏
は
、
岸
氏
が
陸
奥
国
戸
口
損
益
帳
と
美
濃
国
戸
籍
と
の
記
載
様
式
の
類

　
　
同
性
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
　
「
老
女
」
な
ど
の
表
記
と
と
も
に
「
戸
口
記
載
の
体
裁

　
　
も
西
海
道
戸
籍
は
一
行
一
口
で
、
美
濃
国
戸
籍
は
↓
行
三
口
で
あ
る
の
に
、
こ
の
文
書

　
　

（
陸
奥

国
戸
口
損
益
帳
）
は
一
行
一
口
で
あ
っ
て
西
海
道
戸
籍
と
共
通
で
あ
る
」
と
し

　
　
て
、
美
濃
国
戸
籍
の
記
載
様
式
と
の
類
同
性
の
み
を
強
調
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

　
　
は

な
い
か
と
し
た
（
「
所
謂
陸
奥
国
戸
籍
に
つ
い
て
」
『
歴
史
』
一
九
五
五
年
　
の
ち
に

　
　
『
古
代
典
籍
文
書
論
考
』
所
収
　
↓
九
八
二
年
）
。
虎
尾
氏
の
あ
げ
た
論
点
に
つ
い
て
は
、

　
　
岸
氏
の
論
考
で
ほ
ぼ
克
服
し
て
お
る
が
、
こ
の
戸
口
記
載
の
体
裁
に
つ
い
て
は
陸
奥
国

　
　
戸
口

損
益
帳
は
戸
籍
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
異
動
の
集
計
と
い
う
性
格
か
ら
は
む
し
ろ

　
　
一
行
一
口
の
記
載
法
を
と
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
本
木
簡
も
本
文
で
指
摘

　
　
し
た
よ
う
に
木
簡
の
特
性
と
い
う
面
だ
け
で
な
く
、
戸
籍
原
簿
か
ら
の
抜
書
と
い
う
意

　
　
味
で
一
行
一
口
と
記
載
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
5
）
　
新
見
吉
治
「
中
古
初
期
に
於
け
る
族
制
」
　
『
史
学
雑
誌
』
二
〇
1
二
、
三
、
四
号

　
　
一
九
〇
九
年
。

（
1
6
）
　
註
（
1
4
）
の
虎
尾
氏
論
文
に
同
じ
。

（
1
7
）
　
鎌
田
元
一
「
計
帳
制
度
試
論
」
『
史
林
』
五
五
ー
五
　
一
九
七
二
年
。

（
1
8
）
　
杉
本
一
樹
「
『
計
帳
歴
名
』
の
京
進
に
つ
い
て
」
『
奈
良
古
代
史
論
集
』
一
　
一
九
八

　
　
五
年
。

（
1
9
）
　
八
世
紀
前
半
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
陸
奥
国
（
石
城
・
石
背
両
国
を
含
む
）
の

　
　
郡
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
白
河
・
磐
瀬
・
会
津
・
安
積
・
信
夫
・
刈
田
（
養
老
五

　
　
年
十
月
建
置
）
・
柴
田
・
名
取
・
菊
多
・
磐
城
・
標
葉
・
行
方
・
宇
多
・
伊
具
・
日
理
・

　
　
宮
城
・
黒
川
・
賀
美
・
色
麻
・
玉
造
・
志
太
・
長
岡
・
新
田
・
小
田
・
牡
鹿

（
2
0
）
　
註
（
2
）
の
熊
谷
氏
前
掲
論
文
に
同
じ
。

（
2
1
）
　
天
平
六
年
の
「
出
雲
国
計
会
帳
」
に
よ
れ
ば
、
天
平
四
年
度
に
国
際
情
勢
の
緊
迫
化

　
に
対

し
て
西
辺
の
防
備
強
化
を
目
的
と
し
て
設
置
し
た
節
度
使
下
に
お
い
て
、
峰
の
設
置
、

　
弩
の
製
造
な
ど
と
と
も
に
、
鉦
が
山
陰
道
の
国
に
緊
急
に
送
ら
れ
て
い
る
。

（
2
2
）
　
鉦
（
鼓
）
が
戦
闘
行
動
の
な
か
で
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
の
史
料
か
ら

　
　
も
十
分
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
壬
申
の
乱
に
際
し
て
、
村
国
連
男

　
　
依
が

諸
将
と
数
万
の
兵
を
率
い
て
、
近
江
の
瀬
田
に
迫
っ
た
時
、
大
友
皇
子
側
は
瀬
田

　
　
橋
の
西
に
大
陣
営
を
は
っ
た
が
、
そ
の
様
を
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
元
年
七
月
辛
亥

　
　
条
で
は
「
旗
織
蔽
レ
野
。
埃
塵
連
レ
天
。
鉦
鼓
之
聲
。
聞
二
数
十
里
ご
と
表
現
し
て
い
る
。

　
　
こ
れ
は
、
後
漢
書
光
武
帝
紀
に
も
と
つ
い
て
い
る
が
、
鉦
鼓
は
戦
闘
行
為
の
な
か
で
重

　
　
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
歴
史
研
究
部
）
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The　Date　of　the　Establishment　of　Taga　Castle

HIRAKAwA　Minami

　　Taga　Castle　was　the　center　of　politics　and　culture　in　the　T6hoku　District　in　ancient

Japan．　The　date　of　its　establishment　is　not　recorded　in　historical　documents．　However，

examination　of　historical　documents　on　contemporary　matters　shows　that　Taga　Castle

was　perhaps　established　between　the　Y6r6　and　Shinki　eras（717　to　729）．

　　The　results　of　recent　archaeological　studies　aUow　us　to　narrow　down　the　date　of　its

establishment　to　the　period　when　an　administrative　section　system　called　GoプZ5εi　was　in

force（715　to　740）．　Based　on　recent　research，　there　is　no　reason　not　to　consider　the　Taga

Castle　Monument　genuine，　though　there　has　been　superior　opinion　that　it　was　a　fake．

On　this　monument，　the　inscription　clearly　shows　that　Taga　Castle　was　established　in　the

丘rst　year　of　Shinki（724）．　However，　it　is　not　clear　if　this　indicates　the　completion　of

the　castle　or　the　start　of　its　construction．

　　Detailed　examination　of　wooden　tablets　excavated　from　back丘lling　earth　of　the　stonework

culvert　on　the　remains　of　the　front　road，　which　connected　the　government　house，　which

was　the　center　of　Taga　Castle，　with　the　South　Gate　of　the　outer　wal1，　has　made　it　clear

that　the　date　of　the　construction　of　Taga　Castle　can　be　pinpointed，　though　these　tablets

are　undated．　First，　the“Kikuta　County”on　wooden　tablet　No．2was　established　in　the

2nd　year　of　Y6rO（718），　alld　the　style　of　description　of　listed　names　on　wooden　tablet

No．1shows　the　characteristics　of　the　period　before　the　register　of　the　5th　year　of　Y6r6

（721）．These　wooden　tablets　can　be　considered　historical　materials　which　pose　important

questions　regarding　research　of　the　ancient　register　system．　If　was　suppose　that　Taga

Castle　was　established　between　the　2nd　and　the　6th　year　of　Y6r6（718　and　722），“8励zθη

1”and“」δs万4”on　Tablets　No．18　and　19　may　be　those　who　accompanied　the　expedi－

tionary　force　against　the‘‘Emishi”dispatched　at　the　occasion　of　the　assassination　of

the　superintendent　in　Septe皿ber　of　the　4th　year　of　Y6r6（720）．　In　that　case，　the　period

can　be　further　narrowed　down　to　between　September　of　the　4th　year　of　Y6r6（720），　and

April　of　the　5th　year　of　Y6r6（721），　when　the　commander－in・chief　returned，　On　the

other　hand，“Rッoムsん6”on　a　wooden　tablet　which　was　excavated　from　the丘11ing　earth

of　the　culvert，　can　l）e　judged　to　be　the　name　of　an　age　group　after　the　establishment　of

the　register　of　the　5th　year　of　Yδr6（721），　wh量ch　corroborates　the　accuracy　of　the　above

estimate　of　the　period．

　　In　conclusion，　the　road　connecting　the　government　house　with　South　Gate　of　the　outer

wall　was　constructed　soon　after　the　5th　year　of　Y6r6（721），　and　such　an　important　road

can　probably　be　attributed　to　the　early　stages　of　the　construction．　Supposing　that　Taga

Castle　was　completed　several　years　later，‘‘the　6rst　year　of　Shinki”inscribed　on　the　Taga

Castle　Monument　can　be　judged　to　indicate　the　time　of　the　completion　of　the　castle．

The　wooden　tablets　can　be　said　to　be　historical　materials　which　reinforce　the　credibility

of　the　Taga　Castle　Monument．
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　　　　　第34号
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